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うきは市告示第74号 

 令和６年第２回うきは市議会定例会を次のとおり招集する 

    令和６年５月29日 

                               うきは市長 髙木 典雄 

記 

１ 期 日  令和６年６月７日（金）午前９時 

２ 場 所  うきは市議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

           権藤 英樹君          髙木亜希子君 

           高松 幸茂君          䬢口 隆三君 

           組坂 公明君          佐藤 裕宣君 

           野鶴  修君          竹永 茂美君 

           岩淵 和明君          中野 義信君 

           佐藤 湛陽君          伊藤 善康君 

           熊懐 和明君          江藤 芳光君 

────────────────────────────── 

○６月10日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○６月11日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○６月18日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 
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令和６年 第２回（定例）う き は 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和６年６月７日（金曜日） 

                                            

議事日程（第１号） 

                         令和６年６月７日 午前９時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 委員会調査報告（総務産業常任委員会・厚生文教常任委員会・議会改革特別委員

会・議員政治倫理検証特別委員会） 

 日程第５ 議案上程（報告第１号から報告第３号まで３件、議案第26号から議案第33号まで

８件、請願第１号１件、陳情第４号から陳情第５号まで１件） 

 日程第６ 市長の提案理由説明 

 日程第７ 議案第26号 専決処分の承認を求めることについて（令和５年度うきは市一般会計

補正予算（第12号）） 

 日程第８ 報告第１号 一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 日程第９ 報告第２号 下水道事業会計予算繰越計算書について 

 日程第10 報告第３号 うきは市土地開発公社の経営状況について 

 日程第11 議案第27号 専決処分の承認を求めることについて（うきは市税条例の一部改正に

ついて） 

 日程第12 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて（うきは市国民健康保険税条例

の一部改正について） 

 日程第13 議案第30号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

 日程第14 議案第31号 うきは市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第15 議案第32号 うきは市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

 日程第16 請願・陳情の委員会付託（請願・陳情文書表） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 
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 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 委員会調査報告（総務産業常任委員会・厚生文教常任委員会・議会改革特別委員

会・議員政治倫理検証特別委員会） 

 追加日程第１ 議長辞職について 

 追加日程第２ 選挙第１号 議長選挙について 

 追加日程第３ 副議長辞職について 

 追加日程第４ 選挙第２号 副議長選挙 

 追加日程第５ 決定第１号 議席の一部変更について 

 追加日程第６ 決定第２号 常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任について 

 追加日程第７ 常任委員会及び議会運営委員会の委員長並びに副委員長の選任結果報告につい

て 

 日程第５ 議案上程（報告第１号から報告第３号まで３件、議案第26号から議案第33号まで

８件、請願第１号１件、陳情第４号から陳情第５号まで１件） 

 日程第６ 市長の提案理由説明 

 日程第７ 議案第26号 専決処分の承認を求めることについて（令和５年度うきは市一般会計

補正予算（第12号）） 

 日程第８ 報告第１号 一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 日程第９ 報告第２号 下水道事業会計予算繰越計算書について 

 日程第10 報告第３号 うきは市土地開発公社の経営状況について 

 日程第11 議案第27号 専決処分の承認を求めることについて（うきは市税条例の一部改正に

ついて） 

 日程第12 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて（うきは市国民健康保険税条例

の一部改正について） 

 日程第13 議案第30号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

 日程第14 議案第31号 うきは市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第15 議案第32号 うきは市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

 日程第16 請願・陳情の委員会付託（請願・陳情文書表） 
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────────────────────────────── 

出席議員（14名） 

        １番 権藤 英樹君       ２番 髙木亜希子君 

        ３番 高松 幸茂君       ４番 䬢口 隆三君 

        ５番 組坂 公明君       ６番 佐藤 裕宣君 

        ７番 野鶴  修君       ８番 竹永 茂美君 

        ９番 岩淵 和明君       10番 中野 義信君 

        11番 佐藤 湛陽君       12番 伊藤 善康君 

        13番 熊懐 和明君       14番 江藤 芳光君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

        局 長 浦  聖子君      記録係長 宮﨑  恵君 

        記録係 上村 貴志君                   

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 市長   髙木 典雄君    副市長   重松 邦英君 

 教育長   口 則之君    市長公室長   吉松  浩君 

 総務課長   石井  太君    監査委員事務局長   柳原由美子君 

 会計管理者   佐藤史津子君    市民協働推進課長   江藤 良隆君 

 企画財政課長   髙瀬 将嗣君    税務課長   大石 恵二君 

 市民生活課長兼人権・同和対策室長   山崎  穣君 

 保健課長   末次ヒトミ君    福祉事務所長   佐藤 重信君 

 建設課長   雨郡 智也君    都市計画準備課長   辻  宏和君 

 水環境課長   瀧内 宏治君 

 うきはブランド推進課長   手島 直樹君 

 農林振興課長兼農業委員会事務局長   髙山 靖生君 

 浮羽市民課長兼男女共同参画推進室長   木下 英樹君 

 学校教育課長   岡村 順子君    生涯学習課長   石井 孝幸君 



- 5 - 

 自動車学校長   松竹 信彦君    総務法制係長   髙良 靖之君 

 財政係長   大中健太郎君    こども支援第一係長   蔵満 奈月君 

                                       

午前９時00分開会 

○事務局長（浦  聖子君） 起立、礼。着席。 

○議長（江藤 芳光君） 皆さん、改めましておはようございます。ただいまから令和６年第２回

うきは市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

  日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（江藤 芳光君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に８番、岩淵和明議員、９番、熊懐和明議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

  日程第２．会期の決定 

○議長（江藤 芳光君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。本市議会定例会の会期は、本日６月７日から６月１８日までの１２日間といた

したいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、会期は、本日６月７日から６月

１８日までの１２日間と決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

  日程第３．諸報告 

○議長（江藤 芳光君） 日程第３、諸報告を行います。 

 議長より諸般の報告をいたします。 

 お手元に配付しております諸般の報告文書を御覧いただきたいと思います。 

 ３月１８日に、うきは市土地開発公社理事会が開催されております。 

 以下、各会議等が開催されておりますので、報告をいたしておきます。 

 なお、それぞれの資料を議員控室にて閲覧に供しますので、御覧いただきたいと思います。 

 以上で、諸般の報告を終わらせていただきます。 

 次に、市長より行政報告がございましたら、これを許します。髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） おはようございます。議員の皆様には常日頃より市政の運営に御理解と

御協力をいただいてますことを、まずもってお礼を申し上げたいと思います。 
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 本定例会は、条例の制定や改正、補正予算などに関して御審議をお願いするわけでありますが、

３月定例会報告以降、本日までの主立った事業等の報告につきましては、お手元の資料の配付に

代えさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（江藤 芳光君） 以上で、行政報告は終わりました。 

 これで、諸報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

  日程第４．委員会調査報告 

○議長（江藤 芳光君） 日程第４、委員会調査報告を行います。 

 本件につきましては、総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会、議会改革特別委員会、議員

政治倫理検証特別委員会より、閉会中の継続調査申出があっておりましたので、その調査報告を

求めます。 

 それでは、初めに総務産業常任委員会の調査報告を求めます。８番、岩淵総務産業常任副委員

長。 

○総務産業常任副委員長（岩淵 和明君） 改めて総務産業常任委員会の閉会中の調査報告を行い

たいと思います。伊藤委員長より御指示がありましたので、お手元に配付の報告書を改めて確認

いただきたいと思います。 

 令和６年第１回うきは市議会定例会において、閉会中の継続調査申出の所管事務調査を行いま

したので、うきは市議会委員会条例第３６条の規定により、下記のとおり報告いたします。 

 調査報告の内容ですけれども、４月１７日と５月１３日にかけて農業政策に関する調査を継続

的に行っております。 

 ２点目に、調査事項ですけれども、１月に視察を行っておりますけれども、それの調査の整理

を含めて、皆さんの御意見を伺いながら、２点目には果樹農業の課題、特別に果樹、うきは市で

の中心となる産業関係について意見を交わしたということであります。 

 出席者は、そこに書いているとおり、総務産業常任委員会と農林振興課２名、それからＪＡに

じにも加わっていただき、会議を行いました。 

 調査要旨についてですけれども、 うきは市の農業振興に係る委員会の調査テーマについては、

昨年からずっと取り上げて、特に６項目、後期基本計画にあったものから絞り込んで、うきは市

の農業の「多様な担い手の育成」ということをテーマにしながら調査を行っております。 

 若干時間を要しておりますけれども、昨年大雨があって、そういったこともあって途中中断し

たということもありましたので、御理解をいただきたいというふうに思っています。 

 具体的には、提言内容の取りまとめに向けて、貴重な視察を踏まえて、基幹産業である農業の

中でも、米、麦、大豆等平たん部の農業、それから山麓部を中心とした果樹、その関係のところ
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のうきは市の現状の再認識と各委員の農業に対する捉え方、そういったものを共有化を図るとい

うことを目的として、１年かけていろいろ議論しておりますので、次の委員会に向けて論点を整

理するということも目的に、先ほども言いましたように、ＪＡにじの御参加もいただきながら委

員会を開催したところであります。 

 議論の主な内容については、全体は次の２ページから３ページにかけて記載しております。大

きな項目だけ申し上げますけど、１月の調査を踏まえた上で、うきは市の農業の課題、改めてど

ういうふうに認識したかといったところであります。そこに１からずっと２ページにかけて記載

をさせていただいております。特になかなか農業の先行きの見通しがつかないということもあっ

て、そういったところを論点にしながら意見を交わしております。そこには農業の集積・集約の

課題とか、そういった意味での大区画化の問題だとか、それから、うきは市の中心である果樹産

業についてどういうふうに見ているかといったところを少し議論させていただいております。 

 そういう意味では、委員会の中では中山間地域のところでの問題も触れられておりましたが、

中山間地域には、特に３ページの上に書いているように、いろんな地域の課題、農業の課題だけ

ではないといったところもありますので、その辺のところの認識を共有したということでありま

す。 

 それから、この間の１年間の中で「プロジェクト会議」を今年度行うという予定になっている

というふうに聞いております。そういったところに対して委員会としてどういうふうに対応して

いくのか、検討していくのか、そういったところを少し意見交換をしております。まだ具体化す

るには皆さんの意見が一致というところまでいっておりませんけれども、そのことの共通して委

員会としてまとめて意見交換できるように、「プロジェクト会議」についても整理を行っていき

たいということであります。 

 所見でありますけれども、うきは市の農業関係について、最近、３月１４日に公表された農林

水産省の全国の出荷額ということが出されております。県内では第６位、全国では３６８位とい

うふうに位置しているということであります。 

 うきは市の農業は、市民の暮らしと居住、それから自然環境に深く影響しておりまして、享受

する中で育まれる産業であるというふうに認識しております。他産業への波及、それから経済効

果をもたらす「基幹産業」、うきは市の「基幹産業」であるということを位置づけられていると

いうふうに認識しております。 

 しかしながら、うきは市の農業の現状は、「農業振興地域」の若干減少傾向が見られる。それ

から、「荒廃農地」の増加が継続して起きている。それから、経営体そのものが減少の一途をた

どり、法人化を含む団体経営は増加していますけれども、担い手について不安を抱えているとい

ったところがあるだろうと。 
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 この間、国や県、農政局、ＪＡ、行政等関係者の努力によって民間法人の結成や地域の営農法

人、それから地域営農組合を立ち上げて、維持管理及び集積に取り組んできているが、年齢の中

心が、農業センサスをベースに考えると、７５歳前後ということで推計される状況にあるという

ふうに思っております。 

 新規就農者は近年増加傾向にありますけれども、令和５年までの６年間のうきは市では２８名

の就農者が育っております。このような農業従事者の努力と取組を向上させ、次世代につなぐう

きは市としてのテロワール、環境の条件を生かした産物を市民の理解を得ながら農業振興を図る、

そういった活動を委員会としても調査を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 改めて執行部におきましても、「プロジェクト会議」開催に向け、課題・論点の整理や具体的

な取組案の検討を進めるよう改めて求めたいと思っています。 

 また、小さな農業を含む、中山間地域の総合的な施策についても、次の課題として検証いたし

たいと思っております。改めて引き続き協力を求めていきたいというふうに考えております。 

 あとは、以降については、意見・質疑応答については、この間の委員会で出された意見関係に

ついて、見出しをつけて、それぞれの項目について、ＱＡ方式というんですか、そういう形で御

案内しております。 

 それから、８ページ以降については、そのときの審査をさせていただいたときの資料関係を載

せております。 

 一番最後のページにも３月１４日に公表された農林水産省関係の全国の市町村関係、特に福岡

県内のそれぞれの農業の産業の推移がどうなっているかということが表として出されております

ので、御参照いただければありがたいというふうに思っております。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（江藤 芳光君） 報告が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 副委員長、自席へお戻りください。お疲れさまでした。 

 以上で総務産業常任委員会の調査報告を終わります。 

 次に、厚生文教常任委員会の調査報告を求めます。６番、佐藤厚生文教常任委員長。 

○厚生文教常任委員長（佐藤 裕宣君） 令和６年うきは市議会３月定例会において、閉会中の調

査申出の所管事務調査を行ったので、うきは市議会委員会条例第３６条の規定により、下記のと

おり報告する。 

 地域福祉活動に関する調査。 
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 １から３の調査期日、場所、出席者については記載のとおりでございます。 

 ４、調査目的。少子高齢化の進行や家族形態の変化、地域社会の変容などにより、我々を取り

巻く環境は大きく変化し、福祉に対するニーズが多様化・複雑化している。実情を知り、知見を

深めるため、「誰ひとり取り残さないうきは市の実現」に向けて日々活動されている、本市の民

生児童委員・福祉委員の皆さんと課題等について意見交換を行った。 

 ５、調査要旨。まず、民生児童委員の代表者４名、福祉事務所長、係長より活動内容について

の説明を受け、その後、質疑・意見交換。終了後、同様に福祉委員の代表者４名、社会福祉協議

会の担当職員より活動内容の説明後、質疑・意見交換を行った。 

 民生委員へは、委員から担当範囲が広過ぎるかと思うが、数を増やすなどの改善についてどう

思うかとの質疑に対して、範囲が広い（３行政区担当のところもある）ため情報把握が難しいと

ころがある。自治協の部会・地域活動で高齢者や障がい者のことが絡むと民生委員に話が来る。

無報酬の任務であるが、手当等があれば成り手もまだあるのではないかと思うとの回答があった。

また、５割から６割が１期（３年）ごとに交代している、信頼関係を築くという観点から、選出

方法について考えていかないといけないという意見もあった。 

 また、福祉委員へは、委員から行政区未加入の高齢者見守りについての質疑に対し、行政区未

加入高齢者の把握はしていない、福祉委員の活動なので個人情報は必要だが、提供してもらえな

いこともあるとの回答があった。 

 他の質疑・意見等については別紙添付しているので御覧いただきたいというふうに思います。 

 ６、所見。意見交換を行う中で、民生児童委員・福祉委員ともに情報の把握、また対象者との

信頼関係を築くということが大変重要であると感じた。しかし、情報把握という点においては、

個人情報保護、また内情を知られたくないという家庭もあり難しい面もある。対象者との信頼関

係については一朝一夕に築けるものではない。１５年の長きにわたって民生委員を続けられてい

る方もおられるが、委員の高齢化という問題もあり、後継者の確保・育成は急務である。 

 福祉委員にも言えることだが、善意のボランティアに頼るだけでは早晩限界がくるのではない

だろうか。地域福祉において重要な役割を担う委員の負担軽減や、民生委員・児童委員には市独

自に福祉相談員謝金が支払われているものの、活動に見合った支援等含めて、行政としても後継

者の確保・育成に力を入れるべきである。 

 次に、本市の保育環境に関する調査。 

 １から３の期日、場所、出席者については記載のとおりです。 

 ４、調査目的。最初に伺った千草保育園については、過去に井戸枯れの問題等があった。また、

大雨などの災害による危険度が比較的高い場所に位置しているため、主にその保育環境に関して

調査を実施した。また、吉井幼稚園については、園児の数が減少傾向にある中で、保育状況、今
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後の運営などについて話を伺った。 

 ５、調査要旨。まず、千草保育園の豪雨時の対応であるが、状況を見て早めに避難する対応を

心がけているため、どうしてもほかの保育園よりも早い段階での避難となる、保護者には入園式

での説明、園だよりでの発信等で納得はしてもらっていると思っている。また、施設設備につい

ては、不具合箇所があれば担当係へ相談し対処してもらっているとのことであった。 

 また、保育状況について、委員からの受入数が多過ぎて遊戯室を教室にしなければならなくな

っている状況もあるようだが何年ほどこのような状態かとの質疑に対して、以前は３歳以上児し

か受け入れてなかった経緯がある。働く女性の増加などの理由により、０～２歳児の申込みが増

加している。吉井町当時、未満児用の設備があったのは若葉保育園のみだった経緯もあり、ほか

の園でも同様の状況があるとの回答であった。 

 吉井幼稚園については、年々園児の数が減少しており経営的にも厳しくなっている、環境を整

え、認定こども園への移行を考えているとのことであった。委員からの行政や議会への要望はと

の質疑に対して、園舎も老朽化しており、よい環境の下で安定的な運営を行いたいと思っていた

が、物価高騰の影響で園舎の建て替えを延期している。給食を自園提供へ変更すべく、今年度給

食調理室の改修工事を行う予定であり、行政や議会の御支援をいただき、よりよい吉井幼稚園の

運営を行っていけたらと思っているとの回答であった。 

 双方とも、その他の質疑については別紙で添付しているので御覧いただきたいというふうに思

います。 

 ６、所見。調査の中で、子供たちの健やかな成長のため、かつ安全安心を守るために保育士さ

んたちが工夫を凝らし、熱心に保育を行っている様子が感じられた。一方で、園の運営が民営化

の流れにある中で仕方がないとはいえ、うきは市では正規職員の採用を控えている現状がある。

必然的に会計年度任用職員の割合が増え、最終的な責務を負う正規職員の不足を招いている。ま

た、今年度から保育士の配置基準も改正され、ますます保育士不足を招くおそれもある。保育士

の処遇改善を図るなど、行政としてもこれらの課題にしっかりと向き合っていく必要がある。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（江藤 芳光君） 報告が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 委員長、自席へお戻りください。お疲れさまでした。 

 以上で厚生文教常任委員会の調査報告を終わります。 

 次に、議会改革特別委員会の調査報告を求めます。１３番、野鶴議会改革特別委員長。 



- 11 - 

○議会改革特別委員長（野鶴  修君） それでは、うきは市議会議会改革特別委員会調査中間報

告をいたしたいと思います。 

 令和４年うきは市議会６月定例会において、全議員参加による議会改革特別委員会が設置され、

委員会を統括する「全体会議」と、全体会議に向け、事前に課題等を調査・分析する「ワーキン

ググループ」に区分し、活動を行ってきました。 

 令和５年３月定例会では、当初の活動の目的でありました「うきは市議会基本条例」の一部改

正について議決しました。 

 続いて、令和５年１１月より「議員定数及び議員報酬等に関するアンケート調査」として、市

民を対象としたアンケート調査を実施してきました。そのアンケート調査の結果・分析について、

うきは市議会委員会条例第３６条により報告いたします。 

 まず、アンケート調査実施期間ですけど、令和５年１１月から令和６年３月３１日まで５か月

間実施しております。 

 調査の方法といたしましては、市民との意見交換会におけるアンケート調査用紙への記入、ほ

かにホームページ、ＳＮＳを活用しての投稿、さらには、ここには書いておりませんけど、議会

議員そのものがアンケートのお願いに回ったという、この方法によって調査を行っております。 

 アンケート調査の結果といたしまして、回答者数約５００名、調査の回答結果については、ま

た後のほうに書いておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 回答者の分析といたしまして、今回のアンケート調査における地域性については、各校区から

満遍なく回答をいただいており、一定程度うきは市全体の意見が反映されているのではないかと

思っております。 

 男女比につきましては、男性３０５人、女性１８４人となっており、意見交換会等でのアン

ケート調査を行った関係等もありまして、やはり男性の回答がやや多くなっていると。逆に言え

ば、このことは、意見交換会等への出席そのものが男性が中心であり、女性の参加が少ないとい

う結果でもあるかと思っております。 

 さらに、年代別を見てみますと、６０代・７０代で２６７人と過半数を超えております。年代

が５０代、４０代、３０代と若くなるほどアンケート等への回答も少なくなっていると。この結

果からも、政治への関心度、選挙の投票率等がこのままこの数字と同じように反映されているの

ではなかろうかというふうに分析しております。 

 内容についての分析です。議員定数についての分析であります。議員定数については、減らす

が若干多いものの、現状維持の数字とほぼ変わらない状況になっております。また、現状維持と

増やすを合わせると、減らすと全くの同数になっていると。これらのことから、議員定数につい

ては、減らすのか現状維持なのかという大きく二分されるのかなという感じがしております。 
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 減らす意見として、１０人が一番多く、次いで１２人という意見でありました。ただ、全体的

にはやはり現状維持が特に多かったという形になっております。 

 議員報酬の関係です。議員報酬については、一番多かった回答は現状維持で、約半数の人が回

答しております。２番目としては増やすという回答で、４分の１ほどの人が増やす意見でありま

した。 

 議員報酬を決定する要素としては、１番目に「うきは市の財政状況や生活水準を考えて決定す

る」意見が１９３人と多かったわけですけど、２番目の「若者や子育て世代が立候補しやすい金

額等を考慮して決定する」という意見と、３番目の「誰もが立候補しやすいように考えて決定す

る」と、ここはちょっと意見が似ているかと思います。この２番目と３番目について、同様の考

え方と捉えれば、合わせて２２３人となり、１番目の意見を上回る結果となっております。 

 議員報酬については、約半数以上の人が現状維持という意見でありますが、その他若者や子育

て世代が立候補しやすい金額としてという意見の中では４０万円が多く、一部では５０万円とい

う金額も回答されたのが特徴的と言えるかと思います。 

 政務活動費です。この政務活動費については、政務活動費そのものの使用基準が理解されてい

ないことが多くて、現状維持の回答が約半数を占めておりました。その多くは、何に使われてい

るか分からないという内容が一番多かったというところです。 

 また、政務活動費については、マスコミ等で報道される印象が強く、本当の意味での政務活動

費の在り方を知らない市民が多く見受けられたというのが実情です。このことに関しては、議会

としても何らかの広報が重要であるというふうなところを反省しているところであります。 

 その他の意見といたしまして、最後のほうに資料としてつけておりますけど、議員の議決以外

の職務については、最後のほうにつけております資料のとおりとなっております。 

 それに、若者や女性が立候補しやすい土台づくりについては、様々な回答が寄せられておりま

す。その中で特徴的に多かったというのは、１番に経済的支援、議員報酬であるとか選挙費用、

こういったものの経済的支援が上げられておりました。次いで２番目といたしましては、議員の

定年・退職制度、年齢や当選回数を設けるという面白い回答でありましたけど、これが単独でで

きるかというのは疑問が残ります。また、ＳＮＳでの議員活動発信や定数に年齢・性別割りや自

由枠をつくると。規定得票数を設けるなどの回答も複数出されております。こういったことにつ

いては、単独でできない部分もあるかと思いますけど、いろいろ検討していくところもあるのか

なというふうに思っております。 

 議会活動への意見につきましては、議員への苦言を含め、いろいろな回答が寄せられておりま

す。ただ、その中には行政に対する意見も多数出されていたと感じておりますので、別添資料の

ほうを見ていただきたいというふうに思っております。 
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 以上、アンケート調査の結果分析について報告をいたします。 

 今後、議会改革特別委員会といたしましては、今回のアンケート調査結果を十分に尊重すると

ともに、今後ほかの自治体との意見交換や情報交換、また市民との意見交換会等を交えながら、

令和７年６月定例会に向けて、議員定数及び議員報酬等についての最終的な結論を出したいとい

うふうには考えております。 

 以上、報告いたします。 

○議長（江藤 芳光君） 報告が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 委員長、自席へお戻りください。御苦労さまでした。 

 以上で議会改革特別委員会の調査報告を終わります。 

 次に、議員政治倫理検証特別委員会の調査報告を求めます。 

 ここで、地方自治法第１１７条の規定により、７番、竹永茂美議員の退席を求めます。 

〔７番議員 竹永 茂美君 退席〕 

○議長（江藤 芳光君） １３番、野鶴議員政治倫理検証特別委員長、報告を求めます。 

○議員政治倫理検証特別委員長（野鶴  修君） それでは報告いたします。 

 令和６年うきは市議会３月定例会におきまして付託されました件について調査を行いましたの

で、うきは市議会委員会条例第３６条の規定により、報告をいたします。 

 まず、開催日時及び出席者の関係です。開催日時は令和６年３月２７日、４月４日、４月

２４日、５月２０日と４回にわたって開催しております。 

 ３月２７日、関係者出席といたしまして福祉係長、福祉事務所長、市長公室長３名をそれぞれ

呼び出しております。 

 令和６年４月４日、２回目につきましては、関係者出席として竹永茂美議員を呼び出しており

ます。 

 ２番目に、検証の目的と内容であります。令和６年１月１２日、市議会議員が配布した文書に

おいて、公文書偽造の疑いがあることが指摘されたことにより、次のことについて検証、実態解

明を行うこととしております。 

 （１）今回配布された文書が公文書偽造に当たるものなのか、また、刑法に反する行為である

のか。 

 （２）文書を配布したことによる影響（偽計業務妨害等）はなかったのか。 

 （３）文書を配布した目的や趣旨はどういったものなのか、また今回の行為が議員としての政
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治倫理に反する行為であるのか。 

 （４）再発防止策の検討。 

 これらの４点について、関係者の聞き取り調査を行い、事実を分析させていただきました。 

 まず、検証の結果です。 

 （１）の公文書偽造の刑法に反する行為かどうかにつきましては、公文書偽造における文書と

は何かということからすると、一般的にはその文書の名義人の意思表示が表れているものが必要

とされております。法律用語で言えば、意思または観念の表示（意思表示）された媒体に当たる

ものになると。しかしながら、今回配布されました文書、一応別紙３ということで資料として添

付しておりますけど、文書については、意思表示が現れた文書とは言い難く、多分に書式として

見るのが妥当であるというふうに思われます。 

 公文書偽造罪に関しては、私文書偽造罪と違って事実証明に関する文書以外も含まれるという

解釈のほうが一般的でありますので、私文書であれば事実証明に関する文書ではないことから偽

造罪にはならないとはっきり断定はできますけど、公文書に関しては、私文書にいう事実証明の

文書以外も含まれるというものの、この別紙３が果たして刑法上の文書に当たるかどうかという

のは疑問であるというふうに判断しております。このことから判断すれば、公文書偽造罪に該当

するとは言い切れないと考えております。 

 続きまして、（２）の業務妨害に当たり得るかどうかに関しましては、不正な行為なのかどう

かということに関しては疑問があるというところです。 

 一般論としては、文書の配布はまず議員が行うべき行為ではなく、「やるべきではなかった」

ということは間違いないというふうに思っております。しかし、犯罪行為としての偽計業務妨害

罪に該当するかというと、聞き取り調査の結果、本人の意図が市役所の業務を妨害することには

なかったと考えられます。したがって、いわゆる故意がないということで、偽計業務妨害には当

たらないというふうに判断しました。 

 ただし、影響がなかったのかという点におきましては、この文書に関する問合せが市役所にあ

り、福祉事務所が対応をさせられております。福祉事務所としては間違いなく業務に支障を来し

ております。そのため、犯罪行為ではないとしても、業務に影響がなかったとは言えないという

ふうに判断しております。 

 （３）の今回の文書を配布した目的や趣旨、議員としての政治倫理等に反する行為かどうかに

ついてでありますけれど、このことに関しましては、本人との聞き取りの中で、下記の項目につ

いて矛盾点並びに問題点が検証されております。詳細につきましては別添資料でつけております

ので、また後で見ていただきたいというふうに思います。 

 その中の①といたしまして、本来、市役所が配るべき文書について議員が配るという行為に関
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して言えば、それは議員自身がやるべき職務分掌の範囲を超えております。一般的に考えても越

権行為であることが明らかであるにもかかわらず、そのことを理解していなかったこと、また調

査時点でも理解していないということが問題であるかと思っております。 

 今回の文書配布行動について、「７月豪雨被害で困っている人と福祉事務所をつなぐことが目

的であった。さらには、１２月の回覧文書では周知が十分でないと思い、困っている被災者を救

済するため今回の文書を配布した」という回答でありました。 

 しかし、実際は竹永議員自身の発行する議会だよりと社民党福島みずほ氏の機関紙を配布する

ときに、ついでにその中に挟み込んで配ったということであり、自身の行っている後援会活動の

一つとして捉えられるかと思います。自身の言っている本来の趣旨と実際に取った行動には矛盾

があるというところです。 

 ②といたしまして、自分が独自に作成した文書、別紙３になりますけど、であるにもかかわら

ず、その文書の問合せ先を福祉事務所とし、対応は市役所職員任せになっている。また、市役所

職員に任せればいいと思っていた趣旨の発言も聞き取り調査の中で行っております。責任を自分

ではなく、市役所職員に転嫁していることは問題であるというふうに捉えます。 

 ③といたしまして、市役所が作成した文書等について、本来ならば「担当課に許可や確認を取

って活用すべきである」ということを、これまでは認識していたにもかかわらず、今回は市役所

の確認を取らずに、勝手に切り貼りして作成し、印刷及び配布まで行っております。そのことで

市民や市役所が混乱するのではないかという配慮は全く感じられておりません。 

 また、その作成した文書の確認が取れなかった理由として、聞き取り調査の中で、市役所の年

末年始の休業を理由としましたが、市役所が仕事始めになった４日の時点でもその確認を取らな

かったというのも無責任な対応と言えるかと思います。 

 結果として、市役所は１月１２日に市民からの通報で初めて今回の件を知ったが、通報がなけ

ればもっと対応が遅れていたというふうに思われます。また、通報がなければ、いつの時点で確

認するつもりだったのかも明確な回答はありませんでした。 

 もし市役所との確認で「不適切」と言われた場合の対応をどうするつもりだったのかについて

も、いささか問題がありました。 

 ④といたしまして、議員自身独自で別紙３の文書を作成しなくても、別紙１と別紙２の２枚を

印刷し配布すれば、市民はもっと分かりやすかったのではないかという質問に対し、２枚だと事

務的な問題、費用も含むところで、や、議員自身の議会だよりの印刷が優先的であったというこ

とで、時間的余裕がなかったと答えております。困っている市民を救済したかったという当初の

議員自身の主張と実際行った行動にやはり矛盾があるのではないかというふうに判断しておりま

す。 
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 ⑤と最後といたしまして、目的は、床下浸水で義援金の支給をしていない世帯に申請を促すた

めだったと答えていたが、ならば、別紙３のような書式に切り貼りした文書を作成せず、独自の

義援金広報文書を作成していれば、今回のような事件も発生していなかったことを、最終的聞き

取り調査の中で本人が理解していないというふうに判断しております。 

 以上、①～⑤における矛盾点や問題点が聞き取り調査の中で確認をされております。 

 うきは市議会基本条例第２１条第２項には次の規定があります。すなわち、「議員の政治活動

及び職務の遂行においては、廉潔及び公正を確保するための基本的事項について、うきは市政治

倫理条例を規範として行動しなければならない。」 

 本件の文書配布行為におきましては、竹永議員自身が作成・配布する議会だよりと一緒に配布

を行っていることからすれば、政治活動の一環であったことは明らかであるというふうに思いま

す。よって、本件の文書配布行為は、うきは市議会基本条例第２１条第２項に抵触するものと考

えます。 

 さらに、同条例同条第１項には次の規定があります。すなわち、「議員は、市民全体の代表者

として、その倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使する等、市民に疑惑

を招くような行動をしてはならない。」 

 同条項は、議員の市民の代表者としての高い倫理性を規定したものであり、「等」には影響力

を不正に行使する場合だけでなく、広く政治倫理に反する行為が含まれるものというべきである。

また、その規定の趣旨からすると、故意による場合だけでなく過失による場合も含むというべき

というふうに判断しております。 

 本件の文書配布行為は議員の権限の範囲を超え、しかもそれにより福祉事務所の職員に不必要

な対応を行わせております。また、少なくとも問合せを行ってきた市民に詐欺ではないのかと無

用の疑念を抱かせておりますし、問合せをしてこなかった市民についても同様の疑念を持つ者が

いてもおかしくはないというふうに思っております。 

 そのことから判断すると、本件の文書配布行為は、うきは市議会基本条例第２１条第１項に抵

触するものと考えます。 

 また、同条例同条３項には、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑

惑を解明し、責任を明らかにしなければならないとされております。よって、議員自身の猛省を

求めるものであります。 

 以上が議員政治倫理検証特別委員会の検証結果であります。 

 また、４点目といたしまして、今後、議会としてどのような対応を行うべきか、今回の検証特

別委員会で協議した結果として、再発防止策の検討については、次のとおりであります。 

 ①議員一人一人の政治倫理意識の向上を図るため、年１回もしくは議員改選時を含む２年に
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１回のコンプライアンス研修を議会全体で行う。 

 ②行政の発行する公文書等については、担当部署の許可なく使用または複製してはならない。 

 ③議員一人一人が議員のやるべき職務分掌の範囲を再度認識をすること。 

 以上３点についてを再発防止策として提案いたします。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（江藤 芳光君） 報告が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 委員長、自席へお戻りください。 

 なお、この検証に当たりましては、野鶴委員長をはじめ、組坂公明議員、䬢口隆三議員、髙木

亜希子議員、権藤英樹議員、大変御苦労をおかけしました。ありがとうございました。 

 これで質疑を終わりましたが、ただいま除斥されております竹永茂美議員から、地方自治法第

１１７条ただし書の規定により、会議で発言をしたいとの申出があっております。 

 昨日、竹永議員から電話がございまして、今朝早い時間に正式の発言の申入れをお受けしまし

た。この発言を許可するに当たっては、全員の議員の同意が必要でございます。その要件として、

この発言の内容については、今、委員長から報告があった内容に限っての発言、なおかつ、時間

の制限もなく発言があっても進行に支障を来すし、規律、秩序を守るという議長の権限において、

その２点を履行することを条件として議会に諮るということを明確に申し上げております。もし

これに反した場合については、即刻発言を停止をするということを御本人の明確な承諾もいただ

いておりますことを申し添えておきます。 

 それでは、そういうことを踏まえまして、竹永議員の入場と発言を許可することにしたいと思

いますが、御同意いただけるかどうか、いかがでございましょうか。異議なしでよろしゅうござ

いますか。佐藤議員。 

○議員（６番 佐藤 裕宣君） 時間については大体目安としてどのぐらいを考えておられますか。 

○議長（江藤 芳光君） ちょっと抜けておりました。時間は１０分、これを超えることがないよ

うに、１０分間ということでございました。 

 じゃあそれを踏まえて、よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） それでは、御同意をいただいたというふうにいたします。 

 したがって、竹永茂美議員の入場並びに発言を許可することに決しました。 

 それでは、竹永議員の入場を許可いたします。 
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〔７番議員 竹永 茂美君 入場〕 

○議長（江藤 芳光君） 竹永議員が入場いたしました。 

 それでは、ただいま全会一致で竹永議員の申出の発言を同意、許可をいたします。 

 その件について申し上げておきたいと思います。今日竹永議員に申し上げたとおり、今回の発

言につきましては、ただいま野鶴委員長から報告があった内容に限ります。そして、しかも発言

の時間は１０分以内といたします。これに反した場合については即刻発言を停止する措置を取ら

せていただきます。 

 それでは、竹永議員の発言を許可します。それでは、演台のほうにおいでください。 

○議員（７番 竹永 茂美君） それでは、発言の機会をいただいてありがとうございます。また、

この時間を取らせていただいたことについてお礼とおわびを申し上げたいと思います。 

 本日、議場に来ましたら、議員政治倫理検証特別委員会の報告書を頂きました。それを読みな

がら幾つかの意見を表明させていただきたいと思います。 

 まず読みまして、１ページについてはそのとおりだったのかなと思います。ただ、ここに書い

てある検証の目的が、１番、公文書偽造に当たるものか、刑法に反する行為なのか、２番、文書

を配布したことによる影響、偽計業務妨害、３番、文書を配布した目的や趣旨はどうだったのか。

また、政治倫理に反する行為であったのか、４番、再発防止の検討について、報告を読ませてい

ただきました。 

 ２ページに行きまして、最初に（１）が公文書偽造に当たるかということで、最後に書いてあ

りますように、公文書偽造罪に該当するとは言い切れないと考えるということで、私が４月３日

に全議員さんへ渡した意見書の答弁と一緒だったというふうに考えております。 

 また、２番、業務妨害に当たるかのことについても、本人の意図が市役所の業務を妨害するこ

とにはなかったと考えられる。したがって、偽計業務妨害には当たらないと判断したということ

で、２番の点についても私が提出しました意見書と同じ判断をしていただきました。 

 ただ、しかしという文章の中で、（２）の業務妨害のところの中で、市役所に問合せがあった

ことが業務に影響がなかったとは言えない。しかし、じゃあ業務に対する影響があった、なかっ

たという根拠はどこに書いてあるのかというのは、読みましたけど、分かりませんでした。 

 それから、（３）の文書を配布した目的や趣旨、そして議員としての政治倫理ですが、前半の

目的と趣旨としては、９月、あるいは１２月、あるいは３月議会でも質問していて、困ってある

方、特に１０月末現在で４０７件のうち５０件しかつないでなかったという状況から考えると、

繰り返しになりますが、９月や１２月に述べましたように、各戸に配布すべきではなかったかと

いうことがなされてなかったことに対する検討がなされてなかったのは大変残念だと思っており

ます。 
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 それから、（３）の①ですが、本来、市役所が配るべき文書を議員が配るという行為に関して

言えば、それは議員自身がやるべき職務分掌の範囲を超えている。一般的に考えても越権行為で

あることが明らかであるにもかかわらず、そのことを理解していなかったこと、また調査時点で

も理解していなかったことが問題であるということでしたが、後のほうの添付資料の１に私のが

あるかどうか分かりませんが、一般質問等々では、繰り返しになりますが、市役所や福祉協議会

とつなげていない、ましてや今回の義援金については福祉事務所のほうから出されていてもつな

がってない義援金があったことに対して、じゃあそのことを市役所として１２月末段階でどうす

るのかという意思表示がなかったということからするならば、困っている人に対して手を差し伸

べるというのは、一市民として、また議員として行うべき行為ではないかというふうに思ってお

ります。 

 それから、②自分が独自に作成した文書で、問合せ先を自分の場所にすればいいんじゃないか

みたいな感じになっておりますが、もしそうした場合は、これは明らかに公文書偽造、変造に当

たるという弁護士さんの判断がありましたので、弁護士さん同士の意見が分かれている分につい

ては、もう少し慎重にしていただきたいと思いますし、２ページの一番下から２行目、責任を自

分でなく市役所職員に転嫁していることが問題であるということは、もう少し具体的に述べてい

ただきたかったと思っております。 

 それから、３ページに行きまして、③市役所が作成した文書について、本来ならばということ

については、私自身確認ができてなかったことについては、１月の全協、２月の全協、そして

３月の議会でもおわびしているところでありますし、本日でも迷惑をおかけしたことについては

おわびをいたします。大変迷惑をおかけしました。 

 そして、その後の部分がなかなか理解できなかったことですが、３ページの⑤ですね。目的は、

床下浸水で義援金の支給をしていない世帯に申請を促すためだったと答えていた。ならば別紙

３のような書式に切り貼りした文書を作成せず、独自の義援金広報文書を作成していれば、今回

のような事件も発生していなかったことを本人が理解していないということですので、それをそ

ういうふうに捉えられればそうだと思いますけども、本来、義援金の申請を作成を促すのは市役

所が第一義的な責任であり、それが結果、徹底しなければ、それを知っている市民、あるいは議

員として行うべきではないかなというふうに考えております。 

 それから、４ページ目、その判断からすると、議会基本条例ないしということで、また、同条

例同条３項に、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責

任を明らかにしなければならないとされているということであれば、具体的にどのようにしてい

けばいいのか、このような場で発言することなのか、また、今後私が出すだろう議会だよりで経

緯等々を書くべきなのか、もう少ししていただきたいと思っております。 
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 よって、議員自身の猛省を求めることであるということにつきましては、そのとおりであると

受け止めております。 

 それから、今後議会としての対応、（４）につきましては、４月に受けたときに言われました

ので、そのときにも、今後についてはそのとおりだと思っております。 

 最後になりますが、４月４日、倫理審査会の諮問というか、調査を受けましたが、まだその当

時、１月１２日の前公室長での大声での発言、それから議長での机をたたいての発言等で精神的

な支障をもたらしていたので、十分答え切れませんので、御了承くださいということを冒頭に述

べておりました。また、このようなパワハラ発言がなくなるようにもお願いしてきたところであ

ります。 

 以上、１４２件回りまして、１１３件の破棄依頼、申請書に多分つながった件数も２８件以上、

回収が３件ということを述べまして、皆様方に大変貴重な時間を取っていただいたことを感謝を

述べ、私の意見表明とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（江藤 芳光君） 以上で竹永議員の発言、弁明とも思いますが、終わらせていただきます

が、議長として申し上げたいと思います。 

 この事件が発覚したのが年明けの１０日ほどだったと思います。市役所のほうも職員も混乱し

て、外部からの詐欺ではないかというふうな中でいろいろ聞き取りをしました。急ぎ議員からの

発言もありまして、この事態を重く見て、臨時の全員協議会を開きました。これを議事録的にま

とめたものを皆さんの前で局長が読み上げて、あなたは全てを認めて謝罪をしました。 

 ところが、以後、今日に至るまでのあなたの態度というのは、反省の色のみならず反感の連続

でありました。しかも、ここに持ってますが、先ほどあなたから発言があった意見書、これは多

分弁護士さんが書いた文章だと思うんですけど、完全に私どもに無断で、しかも検証委員会の開

催されるさなかに全議員にポスティングをして、私も全く知りませんで、事務局も知りませんで

した。こんな行為をしながら、言葉だけの迷惑かけたという言葉で、誰が信用しますか。まさに

猛省をすべき事態であって、弁明の余地はないと私は思います。今のあなたの発言に対して、私

個人の立場としての感想としたいと思います。 

 以上で終わります。 

 竹永議員、退席してください。 

〔７番議員 竹永 茂美君 退席〕 

○議長（江藤 芳光君） 以上で議員政治倫理検証特別委員会の調査報告を終わります。 

 それでは、竹永議員の入場を許可いたします。 

〔７番議員 竹永 茂美君 入場〕 
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○議長（江藤 芳光君） それでは、予定がここで終わりましたので、暫時休憩といたします。 

午前10時01分休憩 

        

午前11時25分再開 

○議長（江藤 芳光君） 再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

  追加日程第１．議長辞職について 

○議長（江藤 芳光君） ここからは私の一身上の事件となりますので、議長を副議長に交代させ

ていただきます。 

 野鶴副議長、議長席へお願いをいたします。 

〔副議長 野鶴  修君議長席に着く〕 

○副議長（野鶴  修君） 地方自治法第１０６条第１項の規定により、私が議長の職務を行いま

す。 

 このたび江藤芳光議員のほうから議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りします。議長の辞職についてを日程に追加し、日程の順序を変更して議題とすることに

御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（野鶴  修君） 異議なしと認めます。したがって、議長の辞職についてを日程に追加

し、議題とすることに決しました。 

 追加日程第１、議長辞職についてを議題とします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、江藤芳光議員の退席を求めます。 

〔１４番議員 江藤 芳光君 退席〕 

○副議長（野鶴  修君） まず、辞職願を局長のほうに朗読させます。局長。 

○事務局長（浦  聖子君） 辞職願。うきは市議会副議長野鶴修様。 

 このたび、都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。 

 うきは市議会議長江藤芳光。 

○副議長（野鶴  修君） お諮りします。江藤芳光議員の議長の辞職を許可することに御異議ご

ざいませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（野鶴  修君） 異議なしと認めます。したがって、江藤芳光議員の議長の辞職を許可

することに決しました。 

 江藤芳光議員の入場を許可します。 
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〔１４番議員 江藤 芳光君 入場〕 

────────────・────・──────────── 

  追加日程第２．選挙第１号 

○副議長（野鶴  修君） 皆さんにお諮りします。ただいま議長が欠員となりましたので、議長

選挙についてを日程に追加し、日程の順序を変更して選挙を行いたいと思いますが、御異議ござ

いませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（野鶴  修君） 異議なしと認めます。したがって、議長選挙についてを日程に追加し、

選挙を行うことに決しました。 

 ここで、暫時休憩とします。 

午前11時29分休憩 

        

午前11時58分再開 

○副議長（野鶴  修君） 再開します。 

 追加日程第２、選挙第１号議長選挙についてを議題とし、議長選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入口を閉鎖します。 

〔議場閉鎖〕 

○副議長（野鶴  修君） 念のため申し上げますが、当選人は法定得票数を超えた最多得票者で

す。得票数が同じの場合は、くじで当選人を決定いたします。 

 ただいま出席議員は１４名です。 

 それでは、投票用紙を配付いたします。 

〔投票用紙配付〕 

○副議長（野鶴  修君） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（野鶴  修君） 配付漏れなしと認めます。 

 それでは、続きまして投票箱の点検を行います。 

〔投票箱点検〕 

○副議長（野鶴  修君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。なお、他事記載並びに白票については無効と

いたします。 

 ただいまから投票を行います。投票用紙には被選挙人氏名、名字と名前を記載してください。
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よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局長のほうが議席番号順に氏名を読み上げますので、順番に投票のほうお願い

いたします。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

        

        １番 権藤 英樹君       ２番 髙木亜希子君 

        ３番 高松 幸茂君       ４番 䬢口 隆三君 

        ５番 組坂 公明君       ６番 佐藤 裕宣君 

        ７番 竹永 茂美君       ８番 岩淵 和明君 

        ９番 熊懐 和明君      １０番 中野 義信君 

       １１番 佐藤 湛陽君      １２番 伊藤 善康君 

       １３番 野鶴  修君      １４番 江藤 芳光君 

        

○副議長（野鶴  修君） 投票漏れはございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（野鶴  修君） 投票漏れなしと認めます。これで投票を終了いたします。 

 続きまして、開票を行います。開票立会人に議席番号１番、権藤英樹議員、議席番号２番、髙

木亜希子議員を指名いたします。前のほうにお願いします。立会いをお願いいたします。 

〔開票〕 

○副議長（野鶴  修君） 選挙の結果を報告いたします。局長に報告をさせます。局長。 

○事務局長（浦  聖子君） 報告いたします。 

 投票総数１４票、有効投票１４票、無効投票ゼロ票。有効投票のうち、組坂議員６票、江藤議

員８票。 

 以上でございます。 

○副議長（野鶴  修君） 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は４票です。したがって、最多得票の江藤議員が議長に当選されました。 

 議場の出入口の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

○副議長（野鶴  修君） ただいま議長に当選されました江藤芳光議員が議場におられますので、

本席から会議規則第３３条第２項により当選の告知をします。 

 議長に当選されました江藤議員に当選承諾及び挨拶を求めます。江藤議員、登壇願います。 

○議員（１４番 江藤 芳光君） 皆様に一言御礼なりを申し上げたいと思います。 
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 また２期目、残された２年を担うようになりました。先ほど申し上げたとおり、課題山積みで

もございます。市長の退任で新しい市長をお迎えするというのを、行政の継続性をもって、議会

が主導して、しっかりとして課題に向き合っていきたいと思いますので、皆さんの絶大なる御支

援を賜りますようお願いを申し上げて、御挨拶にしたいと思います。ありがとうございました。 

○副議長（野鶴  修君） それでは、これより議長と交代いたします。 

〔副議長退席 江藤 芳光君議長席に着く〕 

○議長（江藤 芳光君） それでは、ただいまより私が議長の職務を務めさせていただきます。 

────────────・────・──────────── 

  追加日程第３．副議長辞職について 

○議長（江藤 芳光君） このたび、野鶴修議員から副議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りします。副議長の辞職についてを日程に追加し、日程の順序を変更して議題とすること

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。 

 したがって、議長の辞職についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 追加日程第３、副議長辞職についてを議題とします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、野鶴修議員の退席を求めます。 

〔１３番議員 野鶴  修君 退席〕 

○議長（江藤 芳光君） まず、辞職願を局長に朗読させます。局長。 

○事務局長（浦  聖子君） 辞職願。うきは市議会議長江藤芳光様。 

 このたび、都合により副議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。 

 うきは市議会副議長野鶴修。 

○議長（江藤 芳光君） お諮りいたします。野鶴修議員の副議長の辞職を許可することに御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 異議なしと認めます。したがって、野鶴修議員の副議長の辞職を許可す

ることに決しました。 

 野鶴修議員の入場を許可いたします。 

〔１３番議員 野鶴  修君 入場〕 

────────────・────・──────────── 

  追加日程第４．選挙第２号 

○議長（江藤 芳光君） お諮りします。ただいま副議長が欠員となりましたので、副議長選挙に
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ついてを日程に追加し、日程の順序を変更して選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 異議なしと認めます。したがって、副議長選挙についてを日程に追加し、

選挙を行うことに決しました。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

午後０時10分休憩 

        

午後０時24分再開 

○議長（江藤 芳光君） 再開します。 

 追加日程第４、選挙第２号副議長選挙についてを議題とし、副議長選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入口を閉鎖します。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（江藤 芳光君） 念のため申し上げますが、当選人は法定得票数を超えた最多得票者です。

得票数が同じの場合は、くじで当選人を決定いたします。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 投票用紙を配付いたします。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（江藤 芳光君） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 配付漏れなしと認めます。 

 それでは、投票箱の点検をお願いします。 

〔投票箱点検〕 

○議長（江藤 芳光君） 異状なしと認めさせていただきます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。なお、他事記載並びに白票については無効と

いたします。 

 ただいまから投票を行います。投票用紙には被選挙人氏名、名字と名前を記載してください。 

 それでは、事務局長が議席番号順に氏名を読み上げますので、順番に投票をお願いします。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

        

        １番 権藤 英樹君       ２番 髙木亜希子君 
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        ３番 高松 幸茂君       ４番 䬢口 隆三君 

        ５番 組坂 公明君       ６番 佐藤 裕宣君 

        ７番 竹永 茂美君       ８番 岩淵 和明君 

        ９番 熊懐 和明君      １０番 中野 義信君 

       １１番 佐藤 湛陽君      １２番 伊藤 善康君 

       １３番 野鶴  修君      １４番 江藤 芳光君 

        

○議長（江藤 芳光君） 投票漏れはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

 開票を行います。開票立会人に議席番号１番、権藤英樹議員、議席番号２番、髙木亜希子議員

を指名します。両議員は立会いをお願いします。 

〔開票〕 

○議長（江藤 芳光君） 選挙の結果を報告いたします。局長に報告させます。 

○事務局長（浦  聖子君） 報告いたします。 

 投票総数１４票、有効投票１４票、無効投票ゼロ票。有効投票のうち、熊懐和明議員７票、野

鶴修議員７票。 

 以上でございます。 

○議長（江藤 芳光君） 以上のとおり、熊懐議員と野鶴議員の得票数が同じであり、しかも法定

得票数４票を超えております。したがって、地方自治法第１１８条の規定により、準用する公職

選挙法第９５条第２項の規定によって、当選者はくじで決めることになります。 

 くじの手続について申し上げます。くじは１番から１０番までの抽せん棒によって行います。

くじは２回引きます。まず１回目は、くじを引く順番を決めます。２回目は、その引いたくじの

番号が若い順に、当選人を定めるくじを引いていただきます。なお、当選人と定めるくじにおい

て、最も若い番号を引いた方を当選人といたしますので、御了承願います。 

 事務局は、くじを抽せん器に入れてください。 

 それでは、熊懐議員、野鶴議員、前のほうまでお願いいたします。まず、くじを引く順序をく

じで決めます。同時にお願いいたします。 

〔くじ引き〕 

○議長（江藤 芳光君） ただいまのくじの結果は、熊懐議員が先にくじを引くようになりました。 

 それでは、先に熊懐議員、くじを引いてください。 

〔くじ引き〕 
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○議長（江藤 芳光君） くじの結果を報告いたします。熊懐議員が当選のくじを引かれました。

したがって、熊懐議員が副議長に当選されました。 

 議場の出入口の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（江藤 芳光君） ただいま副議長に当選されました熊懐議員が議場におられますので、本

席から当選の告知をいたします。 

 副議長に当選された熊懐議員に当選承諾及び挨拶を求めます。熊懐議員、登壇願います。 

○議員（９番 熊懐 和明君） 当選させていただきました熊懐でございます。さっき言いました

ように、まず議長を支えながら、さっき所信表明した公約をちゃんと守って、２年間頑張りたい

と思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○議長（江藤 芳光君） ここで、暫時休憩とします。 

午後０時36分休憩 

        

午後３時32分再開 

○議長（江藤 芳光君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

  追加日程第５．決定第１号 

○議長（江藤 芳光君） お諮りします。議席の一部変更についてを日程に追加し、日程の順序を

変更して議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、議席の一部変更についてを日程に

追加し、議題とすることに決しました。 

 追加日程第５、決定第１号議席の一部変更についてを議題といたします。 

 会議規則第４条第３項の規定により、議席の一部を変更します。 

 局長に朗読させます。局長。 

○事務局長（浦  聖子君） 決定第１号議席の一部変更について。 

 うきは市議会会議規則第４条第３項の規定により、議席を次のとおり変更する。令和６年６月

７日。うきは市議会議長江藤芳光。 

 議席番号１番、権藤英樹議員、２番、髙木亜希子議員、３番、高松幸茂議員、４番、䬢口隆三

議員、５番、組坂公明議員、６番、佐藤裕宣議員、７番、野鶴修議員、８番、竹永茂美議員、

９番、岩淵和明議員、１０番、中野義信議員、１１番、佐藤湛陽議員、１２番、伊藤善康議員、

１３番、熊懐和明議員、１４番、江藤芳光議員。 
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 以上です。 

○議長（江藤 芳光君） お諮りします。ただいま朗読したとおり、議席の一部を変更することに

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、ただいま朗読したとおり、議席の

一部を変更することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

  追加日程第６．決定第２号 

○議長（江藤 芳光君） お諮りします。常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任について

を日程に追加し、日程の順序を変更して議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、常任委員会委員及び議会運営委員

会委員の選任についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 追加日程第６、決定第２号常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任についてを議題とい

たします。 

 常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規

定により、議長が指名することになっております。 

 委員会委員名簿をお手元に配付いたしております。 

 ただいまから事務局長に朗読させます。事務局長。 

○事務局長（浦  聖子君） 決定第２号常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任について。 

 うきは市議会委員会条例第７条第１項の規定により、常任委員会委員及び議会運営委員会委員

を次のとおり指名する。令和６年６月７日。うきは市議会議長江藤芳光。 

 委員会名と委員の氏名を述べます。 

 総務産業常任委員会、岩淵和明議員、高松幸茂議員、江藤芳光議員、伊藤善康議員、佐藤湛陽

議員、組坂公明議員、権藤英樹議員、以上７名です。 

 厚生文教常任委員会、髙木亜希子議員、佐藤裕宣議員、中野義信議員、熊懐和明議員、竹永茂

美議員、野鶴修議員、䬢口隆三議員、以上７名です。 

 議会運営委員会、佐藤裕宣議員、野鶴修議員、岩淵和明議員、組坂公明議員、高松幸茂議員、

髙木亜希子議員、以上６名です。 

○議長（江藤 芳光君） 朗読が終わりました。以上のとおり決定したいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました各議員をそ

れぞれの常任委員会委員及び議会運営委員会委員に選任することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

  追加日程第７．常任委員会及び議会運営委員会の委員長並びに副委員長の選任結果報

告について 

○議長（江藤 芳光君） お諮りします。常任委員会及び議会運営委員会の委員長並びに副委員長

の選任結果報告を日程に追加し、日程の順序を変更して議題としたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、常任委員会及び議会運営委員会の

委員長並びに副委員長の選任結果報告を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 追加日程第７、常任委員会及び議会運営委員会の委員長並びに副委員長の選任結果報告を行い

ます。 

 常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長は、委員会条例第８条第２項の規定により、各常

任委員会及び議会運営委員会において互選をしていただくことになっております。互選の結果を

議長まで報告いただいておりますので、ただいまから事務局に朗読させます。浦局長。 

○事務局長（浦  聖子君） 常任委員会及び議会運営委員会の委員長並びに副委員長の選任につ

いて結果報告でございます。 

 うきは市議会委員会条例第８条第２項の規定により、常任委員会及び議会運営委員会の委員長

並びに副委員長が次のとおり互選されたので報告する。令和６年６月７日。うきは市議会議長江

藤芳光。 

 委員会名、委員長名、副委員長名の順に読ませていただきます。 

 総務産業常任委員会、岩淵和明議員、高松幸茂議員。 

 厚生文教常任委員会、髙木亜希子議員、佐藤裕宣議員。 

 議会運営委員会、佐藤裕宣議員、野鶴修議員。 

 以上です。 

○議長（江藤 芳光君） 朗読が終わりました。以上のとおりであります。 

 以上で、常任委員会及び議会運営委員会の委員長並びに副委員長の選任結果報告を終わります。 

 追加日程の関係で、改めて議事日程を配付いたしておりますので、御確認をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

  日程第５．議案上程 

○議長（江藤 芳光君） 日程第５、議案の上程を行います。 
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 報告第１号から報告第３号まで３件、議案第２６号から議案第３３号まで８件、請願第１号

１件、陳情第４号から陳情第５号まで１件、以上を上程いたします。 

────────────・────・──────────── 

  日程第６．市長の提案理由説明 

○議長（江藤 芳光君） 日程第６、市長の提案理由の説明を求めます。髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 本日、令和６年第２回うきは市議会定例会を招集いたしましたところ、

議員各位におかれましては、公私とも御多忙中にもかかわらず御参集賜り、厚くお礼を申し上げ

ます。 

 このたび、私は７月１４日をもって任期満了によりうきは市長を退任いたします。平成２４年

７月に市長に就任させていただき、３期１２年にわたりうきは市のまちづくりを進めてこられた

のも、ひとえに議員の皆様をはじめとする市民の皆様の御理解と御協力のたまものと心から感謝

を申し上げます。 

 平成２４年７月１５日に「元気と幸せを！つながろう うきは」をスローガンに市長に就任さ

せていただいたところでありますが、市長就任時、我が国は少子高齢化、人口減少とともに、経

済が低迷し、さらに、グローバル化等により先の見えない閉塞感にとらわれている状況であった

ことから、このうきはの地から時代を先取りした元気と幸せを感じられるうきは市型地域社会づ

くりを目指し、閉塞感を打破する気概でうきは市の個性が評価されるような地域社会を創造した

いとの強い思いでありました。そのために、うきは市固有の自然、風土、文化、歴史等の特色を

生かし、また、市民の皆様とともに知恵と工夫を凝らして、他地域とは一味も二味も違う存在感

のあるうきはブランドの構築に努めてきたところであります。 

 ２期目には、うきは市の人口減少に歯止めをかけ、さらなる飛躍を図るため、福岡県内の自治

体で最初に策定した地方創生の地方版総合戦略うきは市ルネッサンス戦略の基本方針の下、１つ

が、うきはの資源活用と新たな雇用の創出、２つ目に、地域コミュニティの再生と都市部からの

人の呼び込み、３つ目に、結婚から子育てを経て生涯夢を持ち生活することができるうきは市、

４つ目に、時代に合ったうきはの地域づくりと広域的な地域間連携の４つを柱に、様々な施策・

事業の展開を図ってきたところであります。 

 しかしながら、なかなか人口減少に歯止めがかからない中、３期目に当たっては、新型コロナ

ウイルス感染症対策、自然災害などに対する防災対策、若年層の人口減少対策、地域経済の活性

化対策、デジタル化対策、縮小社会に対応した身の丈に合った行財政運営等の諸課題を最優先課

題として位置づけ、その事業の実施に当たっては、第２次うきは市総合計画、第２期うきは市ル

ネッサンス戦略、第２次うきは市教育大綱、うきは市過疎地域持続的発展計画等に位置づけられ

た事業を通じて、活力と魅力あるうきは市の形成に向け、様々な取組を進めてきたところであり
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ます。 

 任期中には大規模な災害や新型コロナウイルス感染症への対応など困難にも直面いたしました

が、議員の皆様をはじめとする市民の皆様、さらには各関係機関の御支援や御協力をいただきな

がら、うきは市が一体となって課題の解決に取り組むことができたと思っております。これまで

の１２年間、深い御理解と温かい御支援により支えていただきました全ての皆様に重ねて心より

感謝とお礼を申し上げます。 

 さて、５月に入りまして、次第に気温も上昇し、日差しの強い日が増えてまいりました。５月

２１日には沖縄・奄美地方が梅雨入りとなりましたが、九州北部地方の梅雨入りは例年よりも遅

くなるとの予想となっております。先月下旬には台風１号が発生し、四国地方や関東地方などで

は交通機関への影響や浸水被害等が発生しました。 

 近年これまでに経験したことがないような大雨や台風をはじめ、火災や規模の大きな地震など

自然災害が多発しており、そのたびに全国各地で甚大な被害が発生しております。うきは市にお

きましても、昨年７月１０日、度重なる線状降水帯の発生により大雨特別警報が発表されるなど

記録的な大雨災害に見舞われ、市内全域で床上浸水９１件、床下浸水４１７件、道路被害

２５０か所、河川被害９５か所、農地関連被害２９９か所、被害総額約２５億円という、平成

２４年九州北部豪雨災害に次ぐ大規模な被害が発生をいたしました。現在、これらの被害に関し

まして、その復旧に向けて全力で取り組んでいるところでございます。 

 被害の大きかった巨瀬川流域においては、国や県、久留米市等の関係機関と連携した巨瀬川流

域治水推進会議が設置され、おおむね５年で取り組む筑後川水系巨瀬川流域緊急治水対策プロジ

ェクト、中長期的に取り組む筑後川水系巨瀬川流域治水プロジェクトを策定しており、まずは緊

急治水対策プロジェクトに沿って、河道掘削、築堤、橋梁改築、砂防堰堤整備等の取組を集中的

に行っていくこととしております。 

 また、自然災害による被害を最小限に抑えるためには、身の回りの危険箇所や避難所、避難経

路をあらかじめ確認しておき、日頃から災害に備えておくことが重要となります。このたびうき

は市では、洪水浸水想定区域の見直しや最新の防災気象情報等の見直しに伴いまして、うきは市

総合防災マップを全面的に改訂し、先月に市内の全世帯の方々へ配布をさせていただいたところ

であります。今後もさらなる総合的な防災・減災対策を進めていかなければならないと考えてい

るところであります。 

 さて、我が国の経済に関してでありますが、内閣府は国全体のマクロ経済の状況を明らかにす

るために、四半期ごとの国内総生産ＧＤＰ成長率を発表しております。５月１６日に発表された

令和６年１月期から３月期の速報値は、物価変動の影響を除いた実質ＧＤＰ成長率は前期比

０.５％減少、年率に換算すると２.０％の減少となりました。 
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 また、内閣府が５月２７日に発表した現状の景気に関する政府の公式見解であります月例経済

報告によりますと、景気は、このところ足踏みも見られるが、緩やかに回復している。先行きに

ついては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くこと

が期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気

の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる

情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。さらに、令和６年能登半島地震

の経済に与える影響に十分留意する必要があるとしております。 

 このような経済状況の中、政府は令和６年度税制改正による所得税と住民税の定額減税を今月

より始めることとしており、うきは市としましても、その対応を進めているところであります。

また、物価高騰に対応する支援としまして、令和６年度に新たに住民税非課税となる世帯や住民

税均等割のみの世帯へのこども加算を含めた給付事業に係る予算につきまして、本議会において

補正予算として計上させていただいております。 

 うきは市では、厳しい財政状況の中ではありますが、今後も国や県の施策動向を注視しつつ、

しっかりと事業を推進してまいります。事業の推進に当たりましては、議会との連携が重要でご

ざいます。議員の皆様の御理解、御協力を賜りながら努めてまいる所存であります。活力あるう

きは市の形成に向け、引き続き御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げる次第であり

ます。 

 さて、本日提案をしております議案は、条例案件４件、予算案件１件、その他の案件３件と報

告案件３件となっております。 

 まず、報告第１号は、一般会計繰越明許費繰越計算書についてであります。 

 ２款１項総務管理費ほか計２８事業につきまして、令和５年度から繰り越して使用することが

できる経費に係る繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に

より報告をするものでございます。 

 報告第２号は、下水道事業会計予算繰越計算書についてであります。 

 ４款１項資本的支出の下水道事業資本的支出のうち建設改良費の１事業及び２款１項収益的支

出の下水道事業費用のうち営業費用の１事業、合計２事業につきまして、令和５年度から繰り越

して使用することができる経費に係る繰越計算書を調製しましたので、地方公営企業法第２６条

第３項の規定により報告をするものでございます。 

 報告第３号は、うきは市土地開発公社の経営状況についてであります。地方自治法第２４３条

の３第２項の規定により、うきは市土地開発公社の経営状況について報告をするものでございま

す。 

 議案第２６号は、令和５年度うきは市一般会計補正予算（第１２号）に係る専決処分の承認を
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求めることについてであります。 

 地方交付税等の歳入が確定したことと合わせて、繰越明許費補正の追加に関する補正予算につ

きまして専決処分をいたしましたので、議会の承認を求めるものでございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億７,２１６万４,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１９６億３３３万３,０００円とするものでございます。 

 歳入の主なものは、自動車重量譲与税３,２６６万５,０００円、株式等譲渡所得割交付金

１,２９６万５,０００円、地方消費税交付金１億２,１３４万３,０００円、地方交付税３億

７,７０８万２,０００円の増額補正と、基金繰入金３億６１４万３,０００円の減額補正を計上

いたしております。 

 歳出は、総務費では、総務管理費２億７,１９８万３,０００円、予備費１８万１,０００円の

増額補正を計上いたしております。 

 議案第２７号は、うきは市税条例の一部改正に係る専決処分の承認を求めることについてであ

ります。 

 地方税法等の一部改正に伴い、うきは市税条例の一部改正が必要となり、専決処分をいたしま

したので、議会の承認を求めるものでございます。 

 議案第２８号は、うきは市国民健康保険税条例の一部改正に係る専決処分の承認を求めること

についてであります。 

 地方税法施行令の一部改正に伴い、うきは市国民健康保険税条例の一部改正が必要となり、専

決処分をいたしましたので、議会の承認を求めるものでございます。 

 議案第２９号は、令和６年度うきは市一般会計補正予算（第１号）についてであります。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億８８７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１６４億３,７８７万円とするものでございます。 

 歳入は、国庫補助金８,４９３万７,０００円、雑入２,３９３万３,０００円の増額補正を計上

いたしております。 

 歳出の主なものは、民生費では、社会福祉費５,３３７万７,０００円、児童福祉費

１,５１３万円、衛生費では、保健衛生費３,０１０万円の増額補正を計上いたしております。 

 議案第３０号は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定についてであります。 

 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する条例の一部を改正するものでござい

ます。 

 議案第３１号は、うきは市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 
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 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する

法律の施行に伴い、うきは市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第３２号は、うきは市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定についてであります。 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、うきは市

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第３３号は、うきは市つづら棚田交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてであります。 

 近年の物価高騰により施設の運営が困難な状況であることを踏まえ、使用料の見直しをするた

め、うきは市つづら棚田交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでござ

います。 

 以上、提案理由の概要につきまして御説明を申し上げましたが、各議案の内容説明につきまし

ては、議題とされました際に、担当課長より改めて御説明をいたします。 

 いずれの議案も市政執行上、緊要なものでございますので、御審議の上、御議決を賜りますよ

う、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（江藤 芳光君） 市長の説明が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

  日程第７．議案第２６号 

○議長（江藤 芳光君） 日程第７、議案第２６号専決処分の承認を求めることについて（令和

５年度うきは市一般会計補正予算（第１２号））を議題といたします。 

 説明を求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長（髙瀬 将嗣君） 企画財政課の髙瀬でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案書の２ページをお願いいたします。 

 議案第２６号専決処分の承認を求めることについて。 

 令和５年度うきは市一般会計補正予算（第１２号）について、別紙のとおり専決処分したので

報告し、議会の承認を求める。令和６年６月７日提出。うきは市長髙木典雄。 

 ３ページでございます。 

 専決第２号専決処分書。地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のことを専決処分する。 

 令和５年度うきは市一般会計補正予算（第１２号）を別紙のとおり定めること。令和６年３月

２９日。うきは市長髙木典雄。 

 続いて、令和５年度補正予算書、一般会計（補正第１２号）の１ページをお開き願います。 
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 専決第２号令和５年度うきは市一般会計補正予算（第１２号）。 

 令和５年度うきは市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億７,２１６万

４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９６億３３３万３,０００円と

する。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 繰越明許費の補正、第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。令和

６年３月２９日。うきは市長髙木典雄。 

 続いて、７ページをお願いいたします。 

 第２表、繰越明許費補正でございます。 

 まず、４款１項、水道事業パンフレット印刷製本費２８万１,０００円でございます。水道事

業の内容協議に時間を要し、パンフレットの作成が令和６年度となったため、印刷製本費を繰り

越すものでございます。 

 次に、１０款２項、振興備品購入費６４０万２,０００円でございます。昨年度末に御幸小学

校給食室の真空冷蔵庫が故障いたしまして、早急な対応が必要になったことから、令和５年度予

算の予備費で予算措置をいたしました。真空冷蔵庫とは、調理したおかずなどに細菌が繁殖しな

いよう冷却するものでございます。早期発注はしたものの、納品が令和５年度中では困難なため、

次年度に繰り越すものでございます。なお、故障期間中の対応でございますが、水温が温かい時

期は調理したおかずなどを冷水で冷やすことで細菌の繁殖を抑え、また、気温が高く冷水で対応

できない日は、冷却を必要としないいため物等のおかずに変更して、児童に対しては安全な食の

提供に努めておるところでございます。 

 最後に、１０款５項、総合体育館屋上防水改修工事費等２,０１５万５,０００円でございます。

工期中に悪天候が続き、工事の進捗が遅れ、令和５年度中の完了が困難となったため、次年度に

繰り越すものでございます。 

 続きまして、予算説明書の歳入について説明いたします。 

 １３ページをお開き願います。 

 款項の説明に入ります前に、各種譲与税、交付金等につきましては、国または県が徴収しまし

た税等に対しまして、法令に基づく配分率で市町村に交付されるものでございます。年間２回な

いし４回に分けて交付をされておりまして、３月が最終交付月となりますので、額の確定に伴い

補正を行ったものでございます。 

 まず、２款１項１目地方揮発油譲与税は３０３万１,０００円の増額補正でございます。 
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 続きまして、１４ページ、２款２項１目自動車重量譲与税は３,２６６万５,０００円の増額補

正です。 

 １５ページ、３款１項１目利子割交付金は３万２,０００円の減額補正でございます。 

 １６ページ、４款１項１目配当割交付金は８０３万３,０００円の増額補正でございます。 

 １７ページ、５款１項１目株式等譲渡所得割交付金は１,２９６万５,０００円の増額補正でご

ざいます。 

 １８ページ、６款１項１目法人事業税交付金は６９０万９,０００円の増額補正でございます。 

 １９ページ、７款１項１目地方消費税交付金は１億２,１３４万３,０００円の増額補正でござ

います。 

 ２０ページ、８款１項１目ゴルフ場利用税交付金は６０６万５,０００円の増額補正でござい

ます。 

 ２１ページ、９款１項１目環境性能割交付金は１３３万３,０００円の増額補正です。 

 ２２ページ、１０款１項１目地方特例交付金は１５５万５,０００円の増額補正です。 

 ２３ページ、１０款２項１目新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金は

８万円の増額補正です。 

 ２４ページ、１１款１項１目地方交付税は、特別交付税３億７,７０８万２,０００円の増額補

正です。 

 ２５ページ、１２款１項１目交通安全対策特別交付金は２８万５,０００円の増額補正です。 

 ２６ページ、１７款１項財産運用収入の２目利子及び配当金は、基金を有価証券化して、その

運用益の収入になりますが、年度末に運用益の総点検を行いまして、一部予算化してなかったも

のと運用益の額を誤って計上していたものがございましたので、実績額に応じて予算補正を行う

ものでございます。総額で２４８万３,０００円の増額補正です。 

 ２７ページ、１８款１項２目指定寄附金は、まち・ひと・しごと創生寄附金、いわゆる企業版

ふるさと納税分２９０万円の増額補正となります。 

 ２８ページ、１９款１項１目財政調整基金繰入金は、令和５年度当初予算における財源不足分

及び７月豪雨災害による財源として財政調整基金の取崩しを予定しておりましたが、その後新た

な財源の獲得や各種交付金の増額、入札による工事費等の減額などによりまして、財政調整基金

からの繰入れが不要となりましたので、財源不足を補うための予算３億６１４万３,０００円を

減額するものでございます。 

 ２９ページ、２１款５項１目雑入の自動車取得税交付金１６１万円の増額補正につきましては、

こちらは制度として自動車取得税交付金は令和元年度で終了しておりますが、自動車メーカーの

日野自動車株式会社が排ガス・燃費性能試験において不正行為を行い、過去に納税された自動車
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取得税に不足が生じ、地方税法に基づく追徴課税を受けております。この追徴分が納付されたこ

とによりまして、旧地方税法に基づき、各市町村に自動車交付税交付金が交付されたことによる

ものでございます。 

 続きまして、３０ページ、歳出でございます。 

 ２款１項７目財政調整基金費２億７,１９８万３,０００円の増額補正です。内訳といたしまし

て、財政調整基金２億６,４２９万９,０００円のうち、２億６,３００万円は各種交付金等の増

額による歳入剰余金を基金に積み立てるものでございます。財政調整基金に積み立てる理由とい

たしましては、市町村合併以降２０年間様々な事業の財源として活用をしてきました合併特例事

業債が今年度をもって終了いたします。このようなことから、今後、財源不足が見込まれること

も予想されまして、将来的な財源の確保を図るため、当該基金への積立てを行ったところでござ

います。今回の積立てで財政調整基金の残高は６３億９,０００万円余と見込んでおります。 

 予算書に戻りまして、財政調整基金の残り１２９万９,０００円と、その下の減債基金以下振

興基金までは、有価証券で運用している基金の運用益につきまして、一部予算化していなかった

ものと運用益の額を誤って計上していたものがございましたので、実績額に応じて予算補正を行

うものでございます。一番下のふるさと・まごころ基金は、企業版ふるさと納税のうち、ラグ

ビータウンプロジェクト分として６５０万円を増額するものでございます。 

 ３１ページ、１３款１項１目予備費１８万１,０００円の増額補正です。歳入歳出補正額の調

整によるものでございます。 

 説明は以上となります。 

○議長（江藤 芳光君） 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。９番、岩淵議員。 

○議員（９番 岩淵 和明君） それでは、ちょっと幾つかお尋ねをいたします。 

 ７ページですけれど、繰越明許費のところですけども、１０款２項小学校費関係ですけれども、

これは御説明の中であったように、専決の決定が３月２２日だということだという説明がありま

した。そういう意味では、この説明があったのが５月３０日だったと思うんですね。そういう意

味では、ちょっと時間差があるということで、その辺のところの是正を改めて、なぜかなという。

先ほど説明の中では、発注したけど入荷が遅れるというような経過があったというふうな理解し

ますけれども、その辺でもうちょっと早め、５月の頭でもここはできたのではないかなというこ

ともちょっと気になったので、お尋ねをしたいというふうに思います。 

 それから、１０款５項のところの総合体育館屋上の防水改修工事費ですけれども、当初予算が

１,９７２万３,０００円だったと思うんですけれども、私の記憶違いかもしれませんけれども、

それに４３万２,０００円ほどちょっと加算してるんですけども、その財源の確認をちょっとお
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願いをしたいなというふうに思っています。 

 それから、１９ページになりますけども、歳入のところですけども、地方税交付金が改めて

１億２,０００万円交付されるという形になっております。そういう意味では、最終的に報告書

が提出されるだろうと思うんですけども、社会保障費としてどのように支出を予定されているの

か、確認をしたいというふうに思います。 

 それから、２４ページですけれども、地方税交付金について確認になりますけれども、これは

算定根拠があればちょっと確認したいんですけども、令和５年度の災害加算分という意味で理解

すればよろしいのかどうか、その点ちょっと改めて確認したいと思います。 

 以上です。 

○議長（江藤 芳光君） 吉松市長公室長。 

○市長公室長（吉松  浩君） 市長公室長、吉松でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、お尋ね幾つかございましたうちの１点目、繰越明許の特に小学校の教育振興費の備品の

購入の関係です。こちらの関係につきましては、当初もしくは補正予算の中で、当然ながらとい

いますか、緊急性が高い備品の購入ということになりましたものですから、予備費のほうから充

用させていただいたところですが、その点につきまして、明許繰越になったというところとの整

合性等につきましての事務的な私どもの確認の漏れがございまして、この分で確認が遅れた、御

報告も遅れたということでございますので、この分についてはおわびするところでございます。

申し訳ございません。 

○議長（江藤 芳光君） 髙瀬課長。 

○企画財政課長（髙瀬 将嗣君） ２点目以降の質問に対しまして答弁をいたします。 

 まず、繰越しの１０款５項の体育館の防水工事費でございますけれども、こちらのほうにつき

まして、３月の議会におきまして繰越しの御議決をいただいたものだというふうに記憶しており

ます。そのときの金額もこちらに掲載している額と同額というふうなところで。失礼いたしまし

た。金額につきまして、少しちょっと確認する時間を頂きたいと思います。 

 それから、１９ページの地方消費税交付金につきまして、こちらの分につきましては、消費税

が８％から１０％に上がる際に、その分の２％は社会保障の経費に使うというふうなことで決ま

りがありますので、そちらのほうにつきましては間違いなく社会保障経費のほうに使わせていた

だいているということでお答えをさせていただきます。 

 それから、２４ページの地方交付税の増額でございます。これ中身は特別交付税の増額という

ことになっておりまして、議員おっしゃるように、本年度７月にうきは市のほうも豪雨災害を受

けておりまして、その分もありまして、はっきりしたちょっと金額のほうが幾らというふうなこ

とが出ないのがこの特別交付税の特徴となっておりまして、はっきりした金額は申し上げること
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はできないんですが、そういった理由もありまして、増額があったというふうなことで理解をし

ております。 

 以上でございます。 

○議長（江藤 芳光君） ほかにございませんか。９番、岩淵議員。 

○議員（９番 岩淵 和明君） 改めてそういう意味では、今御回答いただいた内容で改めて確認

をしたいと思いますので、数字の確認はお願いしたいと思います。 

 続きまして、３１ページ、１点だけ確認します。予備費についてです。今回、調整で１８万

１,０００円ということになるんだろうと思うんですけども、例年この手当については、普通は

例年いつも予備費で４,０００万円程度だったと思うんですけども、これは去年の災害との関係

で予備費を１億円ほど入れたという経過があるだろうと思ってます。ただ、この時点でまだ１億

２,６００万円ということになるわけですけども、これをどのように処理をしようとしているの

か、ちょっと改めて、予備費をこのまま一般財源のところに戻していくというか、どこかほかの

財政調整基金に戻すとか、何らかの方針があるのかどうか、ちょっとそれだけ確認をしたいと思

います。 

○議長（江藤 芳光君） 髙瀬課長。 

○企画財政課長（髙瀬 将嗣君） こちらは予算書の３１ページの予備費の補正前の額として１億

２,０００万円ほど上がってございます。こちらの分につきましては、災害が発生したときに

１億円予備費を積み増しをしまして、その分については既に災害の費用として使っております。

予算書にはまだこれが補正前の額ということで１億２,０００万円上がっておりますけれども、

この部分の予算書でのその後の推移というのが予備費だと出てこないものですから、現在１億

２,０００万円まだ予備費に積み立てたままになっているというふうなところでの見え方もして

おりますけれども、実際のところは災害に対しまして１億円、１億円弱ですけれども、使用をさ

せていただいているところでございます。 

○議長（江藤 芳光君） ほかにございませんか。８番、竹永議員。 

○議員（８番 竹永 茂美君） １点のみお尋ねいたします。７ページの先ほどの教育費、保健体

育費の総合体育館屋上防水改修工事ということですが、数年前、いわゆる体育館の空調をするた

めに、そういう特殊防水といいますか、特殊塗料で工事をしていたと思いますが、それとの関連

性、その塗装が剝げての防水工事なのか、それそのものの工事なのか、もしそのものの工事とす

るならば、保証期間はまだ、恐らく５年はたってないんだろうと思いますが、その辺の関係につ

いてもう少し詳しい説明をお願いします。 

○議長（江藤 芳光君） 生涯学習課、石井課長。 

○生涯学習課長（石井 孝幸君） 生涯学習課、石井です。前回塗装したのは体育館の屋根でござ
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いまして、今回は、ちょっと見えづらいと思いますけれども、体育館とプールの間の管理棟の防

水工事というところになりまして、当初の金額が１,８７２万４,２００円、先ほど岩淵議員から

の金額がちょっと違うというところなんですけれども、変更契約で、当初が１,７９５万

２,０００円で、変更で７７万２,２００円増額しておりまして、１,８７２万４,２００円、これ

にあと設計監理費の１４３万円が加わりますけれども、その金額というところになります。今回

はちょっと別のところの防水工事というところです。 

○議長（江藤 芳光君） ほかにございませんか。これは補正の段階で説明されたんでしょう。ど

うなんですか。繰越明許になっとるけど。そもそもその段階で質問をお願いしたいと思うんです

が、繰越しの段階でこれをいろいろと言っても、質問の意味がないと思います。ほかにございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第２６号については委員会付託を省略したいと存じますが、御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決し

ました。 

 これより討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 討論なしと認めます。 

 採決します。本案を承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第２６号は承認することに決

しました。 

────────────・────・──────────── 

  日程第８．報告第１号 

○議長（江藤 芳光君） 日程第８、報告第１号一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題と

いたします。 

 説明を求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長（髙瀬 将嗣君） それでは、左上に報告第１号と書かれました、一般会計繰越明

許費繰越計算書を御準備いただきたいと思います。あわせまして、令和５年度うきは市一般会計

繰越事業補足説明資料も御参照いただきたいと思います。こちらの説明資料につきましては、一
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部誤りがございましたので、本日修正版をお配りしております。そちらのほうをお使いいただき

たいと思います。 

 まずは繰越計算書を御覧ください。 

 報告第１号一般会計繰越明許費繰越計算書について。 

 地方自治法第２１３条第１項の規定により、令和５年度から繰り越して使用することができる

経費について、同法施行令第１４６条第２項の規定により繰越計算書を調製したので、同項の規

定により報告する。令和６年６月７日提出。うきは市長髙木典雄。 

 ２ページをお願いいたします。 

 繰越明許費につきまして、款項及び事業名ごとの金額、翌年度繰越額、財源内訳を記載してお

ります。表、中ほどの金額の欄は、令和５年度の繰越明許費で定めた翌年度へ繰越しができる限

度額を表しております。その右横、翌年度繰越額の欄は、限度額の範囲内で実際に令和６年度に

繰り越した金額を表示しております。 

 それぞれの事業内容につきましては、昨年度の補正予算審議の折に、そして一部は先ほどの専

決補正予算において説明をしておりますので、省略させていただきますが、合計２８件の繰越総

額は、３ページの合計欄、１２億４,８０４万７,０００円で、財源といたしましては記載のとお

りでございます。特定財源を除きました２億２,５８８万１,０００円が令和５年度から令和６年

度へ繰り越す一般財源となります。 

 今回、翌年度繰越額が例年と比べると多額となっております。主な理由といたしましては、昨

年７月の豪雨災害に対する復旧費用の繰越しが農林と公共土木合わせまして９億２,０９４万

１,０００円あることによるものでございます。 

 また、本日配付いたしました補足説明資料の下から４行目、総合体育館床板改修工事費につき

まして、令和５年度内に工事が完了したことにより、予算の繰越しは行ってございません。 

 それから、例年この繰越事業の進捗につきましては、全員協議会の中で説明をさせていただい

ております。今年度も進捗の状況がまとまりましたら御報告をさせていただきたいと思っており

ます。 

 以上で一般会計繰越明許費繰越計算書の報告とさせていただきます。 

○議長（江藤 芳光君） 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第１号の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 
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  日程第９．報告第２号 

○議長（江藤 芳光君） 日程第９、報告第２号下水道事業会計予算繰越計算書についてを議題と

いたします。 

 説明を求めます。瀧内課長。 

○水環境課長（瀧内 宏治君） 水環境課、瀧内でございます。よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料、報告第２号下水道事業会計予算繰越計算書のほうを御覧ください。 

 報告第２号下水道事業会計予算繰越計算書について。 

 地方公営企業法第２６条第１項及び第２項ただし書の規定により、令和５年度から繰り越して

使用することができる経費について、同条第３項の規定により、別紙のとおり報告する。令和

６年６月７日提出。うきは市長髙木典雄。 

 ２ページを御覧ください。 

 初めに、地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額についてです。 

 今回繰越しを行う事業が４款１項建設改良費に１件あります。 

 吉井浄化センター増設工事、繰越額１億１,７１８万４,０００円です。先行した建設工事の関

連で後発の本工事に遅れが生じたためです。 

 続きまして、地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額についてです。 

 今回繰越しを行う事業が２款１項営業費用に１件あります。 

 浮羽浄化センター曝気装置コンバータ・インバータ修繕です。繰越額が５７９万４,８００円

となっております。交換部品の納期の遅延のための繰越しでありましたが、今週交換が終了して

おります。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（江藤 芳光君） 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第２号の報告を終わらせていただきます。 

────────────・────・──────────── 

  日程第１０．報告第３号 

○議長（江藤 芳光君） 日程第１０、報告第３号うきは市土地開発公社の経営状況についてを議

題といたします。 

 説明を求めます。都市計画準備課長。 

○都市計画準備課長（辻  宏和君） 都市計画準備課環境課の辻でございます。御説明申し上げ
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ます。 

 議案書１ページをお開きください。 

 報告第３号うきは市土地開発公社の経営状況について。 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、うきは市土地開発公社の経営状況について別

紙のとおり報告する。令和６年６月７日提出。うきは市長髙木典雄。 

 お手元に本年５月９日開催の第２回理事会議案並びに本年３月１８日開催の第１回理事会議案

の資料を配付しております。経営状況の説明については、５月９日開催の第２回理事会の事業報

告及び決算の承認のほうで説明させていただきます。 

 ３ページをお開きください。令和５年度の事業報告です。 

 三春工業団地については、株式会社九州イノアックに売却した後、用地の活用について引き続

き協議を行っております。今後、工場建設に向けた調整を行ってまいります。 

 続いて、４ページの財産目録です。 

 普通預金１億４,００１万８,７６８円、定期預金５００万円、資産合計１億４,５０１万

８,７６８円です。次に、負債はゼロ円です。差引純財産が１億４,５０１万８,７６８円です。 

 ５ページをお開きください。現金及び預金明細表です。 

 普通預金と定期預金の合計で１億４,５０１万８,７６８円です。 

 続いて、６ページの貸借対照表です。公社の経営状況を表すものでございます。 

 初めに、資産の部です。流動資産として、現金及び預金１億４,５０１万８,７６８円、完成土

地等ゼロ円、合計１億４,５０１万８,７６８円です。固定資産はありません。資産合計１億

４,５０１万８,７６８円です。 

 続いて、負債の部です。流動負債、固定負債ゼロ円で、負債合計ゼロ円です。 

 次の資本の部は、資本金として、基本財産５００万円、準備金として、前期繰越準備金１億

４,０５５万２,６５８円、当期純利益マイナス５３万３,８９０円で、内訳は７ページで説明い

たします。以上を通算して、準備金合計１億４,００１万８,７６８円、資本の部の合計が１億

４,５０１万８,７６８円です。負債資本合計は１億４,５０１万８,７６８円です。 

 ７ページをお開きください。損益計算書です。年間の収益と費用の状況を示すものです。 

 まず、１の事業収益はゼロ円です。 

 次に、２の事業原価はゼロ円です。事業総利益もゼロ円です。 

 次に、３の販売費及び一般管理費５３万５,４００円、内訳は１０ページの決算資料で説明い

たします。 

 事業利益は、事業収益、事業原価、販売費及び一般管理費を通算したマイナス５３万

５,４００円です。 
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 ４の事業外収益として、受取利息１,５１０円が雑収益となります。 

 ５の事業外費用はゼロ円です。 

 経常利益は、事業利益、事業外収益、事業外費用を通算したマイナス５３万３,８９０円です。

当期純利益も経常利益と同額です。 

 続いて、８ページのキャッシュ・フロー計算書です。現金の流れを示すもので、末尾の現金及

び現金同等物期末残高は、５ページの現金及び預金明細表に一致し１億４,５０１万８,７６８円

です。 

 ９ページをお開きください。短期借入金明細表は該当なしです。 

 続いて、１０ページの決算資料です。 

 初めに、収益的収入です。一番右の収入済額の欄を御覧ください。 

 １の事業収益、完成土地等売却収益ゼロ円。２の事業外収益、預金利息１,５１０円。合計

１,５１０円です。 

 次に、収益的支出です。一番右の支出済額の欄を御覧ください。 

 １の事業原価はゼロ円です。 

 続いて、２の販売費及び一般管理費です。まず、１の人件費です。報酬７万５,６００円は、

理事会、監査出席などに係るものです。次に、２の経費です。旅費ゼロ円、需用費ゼロ円、役務

費ゼロ円。４の使用料３万９,６００円は、インターネット企業情報サービス利用料です。５の

委託料はゼロ円。６の公租公課費４２万２００円は、九州イノアックに売却し、所有権移転登記

を行ったのが令和５年に入ってからとなりましたので、固定資産税から発生したものです。予算

計上していなかったため、理事会で流用説明を行い、予備費から流用しております。以上、販売

費及び一般管理費の合計が５３万５,４００円です。 

 次に、３の事業外費用ゼロ円。４の予備費ゼロ円。 

 以上、収益的支出合計は５３万５,４００円です。 

 １１ページをお開きください。資本的収入と資本的支出です。 

 資本的収入はゼロ円です。資本的支出もゼロ円です。予備費はゼロで、資本的支出合計はゼロ

円となります。 

 続いて、１２ページの資本金明細表です。 

 うきは市から土地開発公社に出資した基本財産５００万円です。 

 １３ページをお開きください。令和５年度完成土地明細表です。 

 三春工業団地、最後の土地を売却しましたので、期末残高はゼロ円です。 

 １４ページには監査意見書を添付しております。 

 以上、説明を終わります。 
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○議長（江藤 芳光君） 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第３号の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

  日程第１１．議案第２７号 

○議長（江藤 芳光君） 日程第１１、議案第２７号専決処分の承認を求めることについてを議題

といたします。内容はうきは市税条例の一部改正についてであります。 

 説明を求めます。大石税務課長。 

○税務課長（大石 恵二君） 税務課の大石です。よろしくお願いします。 

 議案書４ページをお開きください。 

 議案第２７号専決処分の承認を求めることについて。 

 うきは市税条例の一部を改正することについて、別紙のとおり専決処分したので報告し、議会

の承認を求める。令和６年６月７日提出。うきは市長髙木典雄。 

 ５ページをお開きください。 

 専決第３号の専決処分書です。朗読は省略いたします。 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が令和６年３月３０日に公布された

ことに伴い、うきは市税条例の一部を改正する必要が生じたため、改正し、地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、

承認を求めるものです。 

 次ページ、６ページをお開きください。 

 うきは市税条例の一部を改正する条例の主なものについて御報告いたします。今回の改正でほ

とんど多くを占めておりますのは、今年度に実施されました個人住民税の定額減税を実施するた

めに新たに追加された規定です。該当箇所は附則第７条の５から附則第７条の８までです。この

議案書のページでいきますと７ページの後半から１２ページの中ほどまで、これ全てが附則に定

額減税を実施するための条項の追加となります。 

 また、同時に、特別減税の対象となる所得割の額について、法改正の趣旨にのっとった定義に

合わせる読替規定も同時に附則第１６条の３から附則第２０条の３までに規定されています。議

案書で言いますと、該当ページは１４ページの１２行目以降は全てその内容です。このように、

今回の改正の多くは定額減税を実施するための改正となっております。 

 続きまして、固定資産税関係の改正です。従来から規定がございました土地等について、地域



- 46 - 

ごとにばらつきのある負担水準を均衡化させるための措置、負担調整と言っておりますが、その

制度の延長が規定されました。 

 また、評価替え年度でない場合、土地の価格は据置きとなりますが、地価の下落により価格を

据え置くことが適当でない場合は価格を修正する制度、これを下落修正と呼んでおりますが、こ

の制度も延長が規定されました。この制度に関しましては、以前よりも３年に一度、評価替えの

関係ですね、にずっと延長され続けてきたものになります。主な改正点はこの２つになります。 

 そのほかに関しましては、寄附金控除関係について、上位法の改正に伴う文言の整理や、手続

上の規定の整備、引用条項ずれの修正等を行うための改正となっております。 

 最後に、議案書の１５ページをお開きください。 

 本改正条例の附則となります。附則第１条において施行日を規定しています。原則は令和６年

４月１日です。あと第１号、第２号に定める改正については、それぞれの施行日を規定しており

ます。また、附則の第２条及び第３条では、それぞれの税目ごとの経過措置を規定しております。 

 説明は以上です。 

○議長（江藤 芳光君） 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第２７号につきましては委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決し

ました。 

 これより討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 討論なしと認めます。 

 採決します。本案を承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第２７号は承認することに決

しました。 

────────────・────・──────────── 

  日程第１２．議案第２８号 

○議長（江藤 芳光君） 日程第１２、議案第２８号専決処分の承認を求めることについて（うき
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は市国民健康保険税条例の一部改正について）を議題といたします。 

 説明を求めます。市民生活課長。 

○市民生活課長（山崎  穣君） 市民生活課、山崎でございます。よろしくお願いいたします。 

 議案書１７ページをお開きください。 

 議案第２８号専決処分の承認を求めることについて。 

 うきは市国民健康保険税条例の一部を改正することについて、別紙のとおり専決処分したので

報告し、議会の承認を求める。令和６年６月７日提出。うきは市長髙木典雄。 

 １８ページをお願いいたします。 

 専決第４号専決処分書。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のことを専決処分する。 

 うきは市国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正すること。令和６年３月３０日。うき

は市長髙木典雄。 

 １９ページをお願いいたします。 

 うきは市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございます。改正する理由とい

たしましては、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和６年３月３０日に公布され、国民健

康保険税の賦課限度額及び国民健康保険税の減額基準の一部が改正されました。４月１日から施

行され、特に緊急を要するものでございましたので、専決処分をさせていただきました。 

 新旧対照表の２１ページをお願いいたします。 

 改正の内容でございますが、１点目が課税限度額の改正でございます。後期高齢者支援金など

課税額に係る課税限度額を現行の２２万円から２４万円へ改正されたため、第２条第３項及び第

２３条第１項中の２２万円を２４万円に改めております。 

 ２点目が国民健康保険税の減額の所得基準の改正になります。５割減額の対象となる所得算定

において、被保険者数に乗ずべき金額が２９万円から２９万５,０００円へ改正されたため、第

２３条第１項第２号中の２９万円を２９万５,０００円に改めております。 

 また、次の２２ページになりますが、２割減額の対象となる所得の算定において、被保険者数

に乗ずべき金額が５３万５,０００円から５４万５,０００円へ改正されたため、第２３条第１項

第３号中の５３万５,０００円を５４万５,０００円に改めております。 

 説明は以上になります。 

○議長（江藤 芳光君） 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。９番、岩淵議員。 

○議員（９番 岩淵 和明君） 幾つかちょっとお尋ねをいたします。改めて専決処分を行ったと

いうことであります。 
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 まず、改正するに当たって、地方税法施行令の公布がされたということの説明であります。地

方税の変更に当たっては、総務省からも幾つか技術的助言が示されておりまして、平成２２年

４月には通知が総務大臣よりされております。１つには、地方税法が納税者に分かりやすいもの

として、納税者に対しての協力を得ること、そういう意味では、税務行政の円滑な運営を図ろう

という趣旨があるというふうに思っております。 

 それから２つ目には、施行令が定めていることについてそのまま実行するということになるん

だろうと思うんですけども、そういった場合においても、最小限必要なところについてはきちん

と住民の理解をいただくということが大事だというふうになっております。 

 今回の保険税の改正になるわけでありますけれども、平成２６年、私が確認できるところで言

うと、１１年間で９回実施されています。その当時、上限額が平成２５年度で７７万円だったも

のが、今回の改正で１０６万円になるということになります。そういう意味では、２９万円、実

に率にして３８％ぐらい上がっているという、このような実態があるわけですね。この辺のとこ

ろがうきは市民の利益にかなうことなのかどうかといった点、改めて執行部に対して、この今、

施行令、技術的助言について改めて納税者への理解を促すことを改めて求めたいというふうに思

います。その上で、３点お尋ねをしたいと思います。 

 まず１点目は、令和６年２月１５日に開催した令和５年度第２回国民健康保険事業運営に関す

る協議会、これに今回の課税限度額の見直しについて諮問に付していると思いますけども、それ

自体は何の根拠法があるのか、提案、審議したのか、確認をさせていただきたいというふうに思

います。 

 それから２点目は、限度額引上げについて、厚生労働省及び社会保障審議会医療保険部会の資

料が公開されてますけども、提案理由の目的にも書いてあったと思うんですけども、保険料負担

の公平性及び中低所得者の保険料負担の軽減を図る観点からということになっていると思います

けれども、その低中所得層の多い市町村において、相対的に所得の低い世帯の保険税が賦課限度

額に到達することもあることから、引上げに当たっては、引上げ幅や時期を判断する必要がある

という認識がこの厚生労働省社会保障審議会医療保険部会で示されております。 

 うきは市は令和５年度で言えば、福岡県内の６０市町村中、保険税医療分所得割のパーセント

で高い順で言えば２番目、それから、一つの指標として計算した場合に、４０歳未満夫婦、子供

４人、年収４００万と仮定した場合、それぞれの自治体、保険者間の賦課の状況について見ると、

うきは市は４６万５,９００円になって、県内の中では３番目に高いところに位置しております。

これは、全国規模で比較した広域連合を含め、全国１,７３６自治体中９０番目というような状

況になっています。 

 そこで、厚生労働省医療保険部会が示している低中所得者が多く医療給付の高いうきは市にお



- 49 - 

いて、引上げに当たって幅や時期を判断する必要があるというふうに厚労省の保険部会は指摘し

ているわけですけれども、そのことについて、今回改めて検討して専決したのかどうかの確認を

いたします。 

 ３点目に、課税限度額の該当世帯について、地方税法施行令で定めているこの中身ですけども、

そもそもこの部会のところの資料にもありますけれども、該当世帯について０.５％から１.５％

以内になるようにという指針が示されています。特に医療分の所得が高いことから、共働きや子

供が多くいる世帯において負担の重い税制度になっているというのが現状だと思いますけども、

そういったところも検討されて、この０.５％から１.５％以内になる、そういった施行令に合わ

せて検討したのかどうか。上位法の改正だから仕方ないではなくて、法の趣旨、施行する意味を

理解いただいた検討が必要だと思いますけれども、所見をお尋ねをしたいと。 

 以上３点です。 

○議長（江藤 芳光君） 会議の途中でございますが、時間が５時前、三、四分となっております。 

 ここでお諮りいたします。本日の日程の審議を終わらせるために会議を延長したいと存じます

が、御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。会議を延長します。そう時間かからないと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、答弁願います。山崎課長。 

○市民生活課長（山崎  穣君） ３点の質問を得たというふうに考えております。 

 まず、運営協議会に対して何を根拠にして行ったかということなんですけれども、こちらにつ

いては、まず、保険税については令和６年度税制改正大綱についてが令和５年１２月２２日に閣

議決定しております。これに基づいて、地方税法のうちの国保税についても、こういった、どう

いうふうにするという案が出ておりますので、それを基に運営協議会のほうにはかけさせていた

だいております。そうした中では、地方税法の改正も３月末になること、そして、例年と同じよ

うな形になるんですけれども、専決で行わせていただきたいという形での報告もさせていただい

ているところでございます。 

 次に、保険料自体の中身だと伺っておりますけれども、うきは市の保険税が県内でも高いほう

だということなんですけれども、国保税につきましては、令和５年に資産割のほうを廃止してお

ります。現在、少子高齢化の進行とか、また社会保険の適用拡大等で国保の被保険者数が年々減

少の傾向にあります。また、医療の高額化などにより結構医療のほうも逼迫している現状がござ

います。また、今後、県のほうで保険料の均一化という方針も出ておりますので、今後そういっ

た機会に保険税の税率については検討していきたいというふうに考えております。 
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 また、３番目に質問があった、限度額を超える世帯について０.５から１.５％になるようにと

いう国の指針が出ておりまして、うきは市のほうはそれより高いというところはございます。た

だ、これにつきましても、やはり限度額というのは福岡県でそういう均一化の方針が出ておりま

すので、やはり上位法に合わせて制定する必要がございますので、今回についても上位法に合わ

せた改正を行っているところでございます。 

 以上になります。 

○議長（江藤 芳光君） ９番、岩淵議員。 

○議員（９番 岩淵 和明君） 再度お尋ねしますけども、言いましたように、今回の改正の目的

という関係で言うと、低所得者あるいは中間所得の関係で言うと、さっき発言しましたように、

子供のいる世帯、あるいは夫婦共働きの自営業者とか、それは青色申告だとか白色、いろいろあ

ると思うんですけども、そういったところでも非常に高い賦課を与えられるという、こういう現

象が起きているという事実があるわけですね。 

 うきは市の場合、さっき言いましたように、所得割が県内でも２番目に高い１０％という、全

部であれ３つ合わせると１５％になるんですけれども、そういう点からも、この高い現象をどう

いうふうに是正するかといったところが、さっき言ったように、３番目に言ったように、

０.５％から１.５％の間にしないと、本当の意味での高所得者へ照準を当てた税制改正にならな

い、そういった実態があるということをきちんと議論いただくという、あるいは、今の状況がど

うかということをやっぱりきちんと検討してほしいというふうに思います。 

 ちなみに、令和６年１月現在の資料を改めて見てみると、超過世帯分で言うと、令和５年度の

ところで、医療納付分で３.２％、これは去年は、令和４年度は３.８％、そういう意味では、結

構高い水準を維持しているという言い方なのかどうか分からないけども、高いんですね。それが

実態としてどうなのか。本当にそれでいいのか。高い所得者層がたくさんいるからそうなんだと

いうふうになっているのか、さっき言ったような夫婦共働きだとか多子世帯のところが実態とし

てどうなってるのかということをきちんと明らかにした上で、この賦課の税額を改正する、そう

いった議論をぜひしなければならないのではないかというふうに私は思っています。 

 そこら辺のところは、保険者であるうきは市でしか把握できない話ですので、そこの部分もき

ちんと公開しながら議論を進める場を、この専決ではなくて、きちんとどこかで議論いただきた

い。それはさっき一番最初、１点目で申し上げた運営協議会の場では、この何年もそうですけれ

ども、意見は一言もないんです。残念ながら。それは税体系が非常に複雑だからというのもある

んでしょうけども、そこをやっぱり導き出すような議論をすることのほうが、もっとうきは市の

税体系をどう見ていくのかということを議論することのほうを優先していただきたいというふう

に強く求めて、再度回答は言っても同じだと思いますので、求めて、発言を終わります。 



- 51 - 

 以上です。 

○議長（江藤 芳光君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第２８号につきましては委員会付託を省略したいと存じます。御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決し

ました。 

 これより討論を行います。討論はございませんか。９番、岩淵議員。 

○議員（９番 岩淵 和明君） 正直言って、この１１回となる専決についてですけども、さっき

言いましたように、議論の場をやっぱり設定してほしいというふうに思います。さっき言ったよ

うに、国の決定が１２月２２日、その後、健康保険税の改正があって、保険税の施行令、これは

うきは市は税になっているので対象にはならない。保険料の対象、保険者のところには、そうい

った意味では３月議会に提案されているという経過があります。 

 そういう意味で、法制のところにも少しお尋ねはさせていただきましたけれども、やっぱりき

ちんとした議論をしていただきたい。その上で、どういった税の在り方が必要なのかということ

を議論する場を設けていただきたいということも求めたいと思ってますので、この専決事案につ

いて反対を示させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（江藤 芳光君） 次に、賛成討論がある方いらっしゃいませんか。なければ、ほかに反対

討論いらっしゃいますか。討論をこれで打ち切りたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） それでは、これで討論を終わります。 

 本案は起立により採決をいたします。本案を承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（江藤 芳光君） 賛成多数です。着席ください。したがって、議案第２８号は承認するこ

とに決しました。 

────────────・────・──────────── 

  日程第１３．議案第３０号 

○議長（江藤 芳光君） 日程第１３、議案第３０号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。 
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 説明を求めます。監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長（柳原由美子君） 監査委員事務局の柳原です。よろしくお願いいたします。 

 議案書は２０ページになります。 

 議案第３０号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定についてでございます。 

 次の２１ページをお願いいたします。 

 地方自治法の改正により、指定公金事務取扱者制度が新設されたことにより、既存の職員の賠

償責任を引用していた条文が繰り下がり、条ずれが生じたため、引用箇所を改正するものでござ

います。関係する３つの条例について一括して整備を行うものでございます。 

 附則については、この条例の施行期日を定めるものでございます。 

 また、新旧対照表は２３ページから２５ページになります。 

 説明は以上でございます。 

○議長（江藤 芳光君） 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第３０号につきましては委員会付託を省略したいと思います。御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決し

ました。 

 これより討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 討論なしと認めます。 

 採決します。本案を可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第３０号は可決することに決

しました。 

────────────・────・──────────── 

  日程第１４．議案第３１号 

○議長（江藤 芳光君） 日程第１４、議案第３１号うきは市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 
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 説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（石井  太君） 総務課、石井でございます。よろしくお願いいたします。 

 議案書２２ページをお願いいたします。 

 議案第３１号うきは市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について。 

 標記の条例案を別紙のとおり提出する。令和６年６月７日。うきは市長髙木典雄。 

 この内容につきましては、５月１０日の全員協議会で概要の御説明をさせていただきましたよ

うに、令和５年６月に公布されました行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律等の一部を改正する法律におきまして、個人番号、マイナンバーによる情報連携

が可能な事務を規定しております法別表第２が削除されております。法別表第２につきましては、

情報照会を行う事務、情報提供者、情報提供される特定個人情報を定めたものでございまして、

それに代わりまして、今後につきましては主務省令で規定をすることになり、業務の迅速化が図

られ、利便性が向上することとされております。法別表第２が廃止されますことから、本条例の

引用条項を改正するものでございます。 

 なお、本条例の第４条、個人番号の利用の範囲に関します別表第１及び別表第２に定める独自

利用事務等の変更をするものではございません。 

 議案書２３ページをお願いいたします。新旧対照表は２６ページになります。 

 第２条に５号特定個人番号利用事務及び６号利用特定個人情報の２号を追加し、また、第４条

第１項及び第３項中の法別表第２の文言を削除し、新たに法で定義された文言に改めるものでご

ざいます。 

 議案書２３ページの下段、附則でございます。この条例は公布の日から施行することとしてお

ります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（江藤 芳光君） 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。９番、岩淵議員。 

○議員（９番 岩淵 和明君） 何点かお尋ねします。 

 法の改正の中で、御説明のところは、表にあるように、（５）と（６）を新たに導入するとい

うことになると。１から４、プラス５、６ということです。そこでちょっとお尋ねしますけども、

５号、または６号も同じだと思うんですけども、特定個人番号利用事務、あるいは特定利用個人

情報、これは名前が違うので、２つ、５、６ということになってるんだろうと思うんですけど、

従来の第２条の４号との比較で言うと、何が違うのかが一つ分からない。今、うきは市の個人情

報保護、マイナンバー法かこれ、のところには、第２条のところには、１、２、３、４というふ
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うなことで書いてあるわけですけれども、違いがちょっとよく分からないので教えていただきた

いということです。 

○議長（江藤 芳光君） 石井総務課長。 

○総務課長（石井  太君） まず、今回の５号、６号の追加をいたしましたものにつきましては、

全協のときの資料のほうの米書きに少し入れさせていただいておりましたので、そちらを御覧い

ただければと思います。お尋ねの第２条の４号、情報ネットワークシステム、法第２条第１４項

に規定する情報ネットワークシステムをいうということで、もともと今ＤＸ化が進められており

まして、この情報ネットワークを活用して情報提供等を行っていいですよという、使っていいシ

ステムのことがこの第４条でいう情報ネットワークシステムで、ちょっとすみません、自分でお

かしなことを言ってると思うんですけれども、４号につきましての情報ネットワークシステムに

つきましては、一応そういうふうな整理をさせていただいておるというふうに思います。 

○議長（江藤 芳光君） ９番、岩淵議員。 

○議員（９番 岩淵 和明君） そのとおりだと思うんですね。第２条の現行の（３）と（４）に

おいて、法第２条というのは、要するに法の定義が親法できちんと定義されているわけですね。

それに規定する、名前の変更、個人番号という、ここは書いてあるんで、変更今回しないという

ことですけれども、その辺のところの委任を受けた者と、それから、第４条にはネットワーク、

要するに市長やいろんな行政の機関の範囲を定めているというふうに理解している。そういう意

味で言うと、今回の５と６というのは同じような意味じゃないのかなというふうに思って理解し

たんですけど、理解が間違いかどうかちょっと確認をしたい。 

○議長（江藤 芳光君） 市長公室長。 

○市長公室長（吉松  浩君） ちょっといろいろ厳格な定義づけというのはなかなか難しいんで

すが、この情報提供ネットワークシステムといいますのが、いわゆる国でありまして今までござ

いました別表２の部分、つまり、例えば国と市町村、もしくは市町村とほかの市町村とか、全国

的にそういう個人情報を照会し合うというもののシステムの、言わば名称とお考えいただいたほ

うがよろしいかと思います。 

 ５号につきましては、特定個人番号の利用事務ということで、そのネットワークを利用してい

わゆる照会をしたりする事務のこと、そのうち特定個人番号というのがいわゆるマイナンバーを

活用した業務と。６号については、それ以外の個人情報を利用する業務のことというふうに解釈

していただければと思います。 

○議長（江藤 芳光君） ９番、岩淵議員。３回目です。 

○議員（９番 岩淵 和明君） 最後に効率を図るというのがあったと思います。これで本当に効

率を図れるのかどうか。実際に市民生活課のところでは、繰越明許にもあるように、住民基本台
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帳の、戸籍住民台帳だったかな、のところの振り仮名付番のやつが繰越明許されています。そう

いう意味で、ありとあらゆるところにいろんな負荷がかかっている現状がある。これを乗り越え

れば大幅に合理化できるのかどうか、その辺の所見をお尋ねしたいと思います。 

○議長（江藤 芳光君） 石井総務課長。 

○総務課長（石井  太君） 明確な定義があるわけではありませんけれども、これまでのままで

いきますと、新たな提供をするときに法改正におおむね１年、その改正をするためのシステム改

修でありますとか事務手続に１年程度の期間を要すると。この改正によりまして、主務省令で規

定をすることで、その事務事業の迅速化が図られるという国の定義づけになっておりまして、う

きは市としましては、この条例で扱う第１表、第２表を変更するものではございませんので、も

しうきは市でその変更をする場合には、これまでどおり議会のほうでその条例の変更の御説明を

させていただいて、御審議いただくことになりますので、ちょっと明確な回答ではありませんけ

れども、そういうような状況でございます。 

○議長（江藤 芳光君） 市長公室長。 

○市長公室長（吉松  浩君） 若干補足させていただきますと、今ちょっと話題に上がっており

ます別表２が削除されたというのは、もう御存じのとおり、国の法律の別表２、番号法の別表

２が削除されたということ、これによりまして、いわゆる突発的な業務で、例えばネットワーク

を利用して市町村同士ですとか、国と市町村の間ですとか、そういったもので個人情報の照会業

務がしやすくなる。今、項目をきちんと、どういう項目についてならできますよ、それ以外はで

きませんよというきちんとした項目の指定がございますが、そういったところを主務省令に落と

すことによって、比較的、例えば突発的な案件が発生しました場合に動きやすくなると。追加で、

例えばこの前で言いますと、新型コロナの関係で市町村同士で事務の照会など、個人情報の照会

などがなかなか難しかったところがございますが、こういったことになりますと、ある程度融通

を利かせるといいますか、機動的に対応ができるというふうになるというふうに考えているとこ

ろです。 

○議長（江藤 芳光君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第３１号につきましては委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決し

ました。 
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 これより討論を行います。討論はございませんか。９番、岩淵議員。 

○議員（９番 岩淵 和明君） 改めてこのマイナンバー法の改正について、ちょっと十分に理解

できてない部分もありますけれども、一つだけちょっと危惧するところは、この範囲内、定義と

か範囲についても規定はされておりますけれども、親法のマイナンバー法そのものは、第１０条

で再委任という文言がされております。再委任、要はどういう、具体的なイメージは実を言うと

あんまり出てないことは出ていないんですけれども、それと、これに関してマイナンバーという

のは情報保護委員会のガイドラインがいろいろ示されています。昨年３月に個人情報保護法とい

うのも改正して、うきは市独自の審議会というのがなくなってきております。そういう意味では、

あらゆる情報がここに集約されていく可能性を実は十分危惧しているところであります。 

 そういう点から、まだうきは市の対応がちょっと見えていないという、見えてないというか、

独自につくるというふうにはならないと思いますけれども、今後そういう意味で拡大していく可

能性が非常にある、危惧するということもあって、今回の条例の改正、国の大本が変わってると

いうことだけで変えるのが適切かどうかというところは不安に感じておりまして、改正案につい

て、実はちょっと遡って考えると、３月議会であったように、住民票、市独自でやるという、取

得できるというような話もこの前あったと思うんですね。それはそれで賛成したわけですけども、

いずれにしても、地方自治体が解釈して拡大していくという可能性も踏まえて、今回は改めて、

ちょっと長くなりますけども、反対をさせていただきたいと思います。 

○議長（江藤 芳光君） 次に、賛成討論ございませんか。７番、野鶴議員。 

○議員（７番 野鶴  修君） 今回のこの法の改正につきましては、先ほど説明がありましたよ

うに、上位法の国のほうの改正、これが原本となっております。先ほどの反対討論の中におきま

しては、マイナンバーカードの根本的な反対意見につながっているのではないかなというふうな

感じもしております。 

 先ほど執行部の説明の中で、今回の法改正によって、非常に情報交換のやり取りがやりやすく

なると。議会としても以前からマイナンバーカードについては推進率がどれだけ今普及している

のかというふうなことで、やっぱり推進のほうで動いてきたという経過もありますし、そういっ

た中で、マイナンバーカードを利用しての今回の法改正について、何ら反対するところはないの

ではないかなというふうに思います。そういった意味で、賛成の立場で意見を言います。 

○議長（江藤 芳光君） 次に、反対の討論ございますか。８番、竹永議員。 

○議員（８番 竹永 茂美君） 前回、１年前ですが、ばたばた決められて、うきは市の行政手続、

そして議会の個人情報に関する部分についての手続のミスを指摘いたしました。そのときに、今

後そういう手続については、いろんな文書については整理するということでしたけれども、市の

ほう、そして議会のほうでも一切論議しておりません。そういう中で、国の上位法が変わったか
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らということでやっていくのは、大変、個人情報の保護をする立場から危険ではないかと思って

反対討論を行います。 

○議長（江藤 芳光君） 次に、賛成討論はいらっしゃいますか。よろしいですか。ほかに反対討

論はいかがですか。５番、組坂議員。 

○議員（５番 組坂 公明） 反対討論ではないんですが、国の上位法による改正ですので、問題

ないとは思ってるんですが、一般的によく理解ができない。資料が全員協議会なんかで説明はさ

れるんですけど、もっと分かりやすく、こういった法体系でこういった事務が簡素化されたんで

すよというのが、文字だけで、そして改正部分を主に当ててですから、今後におきましては、も

っと分かりやすいような資料をお願いしたい。勉強不足って言われたらそうですけど、本当に理

解したままここで採決が行われているかというのがちょっと疑義をするところでございますので、

こちらのほうもできるだけ分かるように勉強はいたしたいと思いますが、そこの御配慮もお願い

したいと思っております。 

○議長（江藤 芳光君） ほかに討論ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 本案は起立により採決をいたします。本案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（江藤 芳光君） 賛成多数であります。どうぞ着席ください。したがって、議案第３１号

は可決することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

  日程第１５．議案第３２号 

○議長（江藤 芳光君） 日程第１５、議案第３２号うきは市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。佐藤福祉事務所長。 

○福祉事務所長（佐藤 重信君） 福祉事務所の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 議案書２４ページをお願いいたします。 

 議案第３２号うきは市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について。 

 標記の条例案を別紙のとおり提出する。令和６年６月７日。うきは市長髙木典雄。 

 次のページをお願いいたします。 

 この条例は上位法の改正に伴い改正を行うものでございます。改正の内容は次の２点でござい

ます。保育所等について満３歳以上満４歳未満の園児おおむね２０人につき１人以上の職員を置
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くこととされているところを、おおむね１５人につき１人以上とするように改める。満４歳以上

の園児おおむね３０人につき１人以上の職員を置くこととされているところを、おおむね２５人

につき１人以上とするように改める。これによりまして、職員配置の最低基準の規定を改めるも

のでございます。 

 附則。この条例は公布の日から施行する。ただし、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあると

きは、当分の間、なお従前の例によることができることとする経過措置を設ける。 

 説明は以上でございます。 

○議長（江藤 芳光君） 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。８番、竹永議員。 

○議員（８番 竹永 茂美君） ３点お尋ねいたします。 

 まず１点目、うきは市家庭的保育事業等のということで書いてありますが、うきは市の実態と

して事業数と人員をお尋ねします。 

 ２点目は、保育士の確保の増員ということで、確保できる見通しなのか。 

 そして３番目、２５ページの附則の２番目に、最後にありました当分の間こういうことはしな

くていいんですよということですが、この当分の間というのはどのような期間を考えてあるのか。

例えば学校図書館のほうで当分の間は学校司書を置かなくていいということで、当分の間が

５０年を超えている実態がありました。そういう意味で、市として当分の間を具体的に大体どの

ような期間を考えてあるのか、お尋ねいたします。 

○議長（江藤 芳光君） 佐藤所長。 

○福祉事務所長（佐藤 重信君） ただいま３点の御質問いただきました。現在、こちらの条例に

該当する施設につきましては、現在、市内にはございません。あと、職員につきましては現在満

たしております。この改正につきましては４月１日より見直しをしていくところでございます。 

 以上です。 

○議長（江藤 芳光君） ８番、竹永議員。 

○議員（８番 竹永 茂美君） ３点目について質問を再度します。今、最後に附則で当分の間こ

の条例に改正後、うきは市家庭的、事業所がないからということなんでしょうけれども、この規

定は適用しないと書いてあったので、当分の間はいつですかということを質問したわけで。 

○議長（江藤 芳光君） 佐藤所長。 

○福祉事務所長（佐藤 重信君） すみません、一応今回の条例につきましては、小規模の保育所

という形になりますので、市内にはございませんが、この条例に準じまして、うきは市のほうで

も基準の見直しを行うものでございます。当分の間につきましては、具体的には国のほうからは

示されておりませんが、市としましては速やかに対応していきたいと考えております。 
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 以上です。 

○議長（江藤 芳光君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第３２号につきましては委員会付託を省略したいと存じます。御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決し

ました。 

 これより討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 討論なしと認めます。 

 採決します。本案を可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（江藤 芳光君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第３２号は可決することに決

しました。 

────────────・────・──────────── 

  日程第１６．請願・陳情の委員会付託 

○議長（江藤 芳光君） 日程第１６、請願・陳情の委員会付託を行います。 

 今まで受理した請願は、お手元に配付の請願・陳情文書表のとおり、会議規則第８６条の規定

によって、所管の委員会に付託をします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（江藤 芳光君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 本日はこれで散会します。 

 連絡をいたします。明日６月８日から６月９日までは休会とし、６月１０日、本会議を開き、

一般質問を行います。 

 以上であります。 

○事務局長（浦  聖子君） 起立、礼。 

午後５時33分散会 

                                       

 


